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控訴審準備書面１（控訴理由書１）のうち，第４事実誤認についての主張を以下の

通り補充する。 

 

第１ 大石寺付近の右翼調査報告書について 

 

１ はじめに 

（１）原判決は，被控訴人創価学会（以下，創価学会という）が提出した「調査報

告書」（乙ニ３４），「参考資料 G」（乙ニ３５の１），「G 会―右翼団体，関係

推測図」（乙ニ３５の２），「G 会―右翼関係資料」（乙ニ３５の３～８），写真

（乙二第５４号証の１，２）等の各書証（以下，右翼調査資料という）を「客観的

証拠」として評価し，控訴人らが訴外帝国リサーチ（以下，帝国リサーチという）

及びＴ（以下，Ｔという）に依頼して大石寺付近の右翼調査を行ったと認定してい

るが（５４頁，６１頁，６７頁，８４頁，８６頁，１１１頁など），これは明らか

に事実を誤認するものである。 

 この大石寺付近の右翼調査の依頼者が控訴人らであったとの事実誤認は，盗聴の

調査を依頼したのが控訴人らであったという疑いの根拠の一つとされており，原判

決の結論に重大な影響を及ぼす事実誤認である。 

（２）原判決が，「客観的証拠」と評価し，摘示した各証拠を総合することで明ら

かとなるのは，平成４年１月２４日頃から同月末日頃までの間，Ｔが被控訴人Ｗ（以

下，Ｗという）の直接の依頼で大石寺付近の右翼車両の状況を調査し，同調査の結

果を写真及び報告書としてＷに提出したことに尽きる。 

 右翼調査資料は，控訴人らが依頼者であったという判断資料を全く提供していな

いのであり，むしろこれらの写真や報告書の原本または写しをＷが所持していたと

いう事情は，依頼者がＷ個人であったとの推認にこそ結びつく。にもかかわらず，

これら「客観的証拠」の存在から調査の依頼者が控訴人らであったという結論を導

き出す原判決の判示は，肝心要の論点については，証拠に基づかないア・プリオリ

の御託宣に等しいものであり，司法における事実認定の常道を著しく逸脱している

という他ない。 



 5 

（３）原判決のいう「客観的証拠」の中には，同調査が控訴人らの依頼によってな

されたことを示唆するものは皆無であり，同調査を控訴人らに結びつける証拠は，

信用性の著しく低いことの明白なＷの供述があるだけである。 

 

２ 控訴人妙観講（以下，妙観講という）や控訴人大草（以下，大草という）が右

翼調査を依頼したという客観的証拠は全くない 

（１）右翼調査資料は「妙観」の記事に全く反映されていない 

ア 「妙観」平成４年２月１５日号（乙ニ３７）について 

（ｱ）原判決は，「『創価新報』の実務的編集責任者である木村芳孝の説明」とし

て，乙ニ第３４号証や乙二第３５号証の１ないし１０の記載は，「平成４年２月１

５日付「妙観」（乙ニ第３７号証）に反映されており，また，平成４年１月１５日

付「妙観」（乙ニ第３８号証）の記事の主題と共通している。」（８４頁）と述べ

ているが，これは実質的には，創価学会の主張に基づくものである。 

 即ち，創価学会は，準備書面（１１）の中で， 

 

「加えて，これらの調査報告は，妙観講の機関紙「妙観」の記事に反映されている。 

 例えば，大石寺周辺の街宣活動を行っている右翼団体と創価学会との関係調査

（乙ニ３４・３５の２～５）に関しては，平成 4 年 1 月２４～３１日の帝国リサー

チの調査直後に発刊された同年 2 月１５日付「妙観」の 1 面に「右翼と創価学会の

結託を見た！！」とのタイトルの記事が掲載されている（乙ニ３７）。 

 この記事は，上記調査と主題が全く同一であり，さらにその中の「学会と右翼の

共同謀議の現場を目撃！」との岡野日出夫の記事中には，「白色のトヨタ・コロナ

エキシブ（沼津×××××）と，黒色の日産・グロリア（沼津×××××），この

二台が三門付近を徘徊（はいかい）して本山内を偵察していました」「そこには，

他にベージュ色の日産・アベニール（練馬×××××）が止まっていました」「後

からナンバーを調べてみると，最初の沼津ナンバーの二台は，それぞれ，学会の柳

楽和善副会長，大島光明副会長の所有する自家用車であり，民家の中で右翼と共同

謀議をこらしていた練馬ナンバーのアベニ―ルは，なんと『宗教法人創価学会』使
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用の自動車だったのです！！私達は，やはり右翼と学会は結託していたのだと確信

しました」との記載がある（傍線は創価学会代理人）。 

 これに対して，「Ｇ会―右翼関係資料」（乙ニ３５の３以下）には， 

「沼津５７ほ２－８３ ･･･Ｔ寺付近に出没（Ｔ寺とは大石寺―創価学会代理人） 

  （所有者） 柳楽（なぎら）和善 

  （住 所） 静岡県富士宮市××××× 

  （備 考） Ｇ会副会長と評される」 

「沼津５６ろ９８－３８ 

  （所有者） 大島光明 

  （住 所） 静岡県熱海市××××× 

  （備 考） Ｇ会副会長と評される」 

「練馬５３も５０－１７ 

  （所有者） 株式会社Ｓオートリース 

  （住 所） 東京都豊島区××××× 

  （備 考） Ｇ会使用者」 

（乙二３５の４・傍線は創価学会代理人） 

と記載されている。 

 上記の傍線部分を対照すればわかるとおり，「妙観」の記事が乙二３５の調査報

告をもとに記載されていることは明らかである。」（６２頁～６３頁） 

 

などと主張しているのである。 

（ｲ）しかし，「妙観」（乙ニ３７）には，「白色のトヨタ・コロナエキシブ」等

の車の色と車種まで記載されているが，乙ニ３５の３には，ナンバーと所有者のみ

しか記載されていない。つまり「妙観」（乙ニ３７）の記事には，乙ニ３５の３の

調査の結果からは知り得ない事項（車の色，車種）まで記載されているのである。

このことは「妙観」（乙ニ３７）の記事は乙ニ３５の３を元として書かれたもので

はなく，不審車を目撃した妙観講員・岡野日出夫の体験を元にして書かれたもので

あることを客観的に明らかにしているのである。 
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 また「Ｇ会―右翼関係資料」（乙ニ３５の３以下）には，２１台の不審車両のナ

ンバーが記入されており，そのうち，「妙観」（乙ニ３７）に掲載されている不審

車両と重なるのは，たった３台の不審車両だけである。この件につき，大草は， 

「うちはそんなプロの業者じゃありませんからね。わずか３台不審車を見つけるの

がやっとだったということですよ」（大草本人尋問・５３頁） 

と供述した通りである。 

 さらに，乙ニ３５の３には，大石寺のことを「Ｔ寺」と記載されているが，仮に

大草が依頼者ならば，大石寺を「Ｔ寺」と記載するのは極めて不自然である。 

（１） 「妙観」平成４年１月１５日号（乙ニ３８）の記事は右翼調査資料の反映

ではない 

 被控訴人らは，「Ｇ会・絵画取引に関する資料」（乙ニ３５の８）が，「妙観」

（乙ニ３８）に反映されているなどと主張するが，これもまったく事実無根である。 

「妙観」（乙ニ３８）には， 

「『巨額の脱税疑惑』 平成三年三月に発覚した，ルノワール絵画をめぐる三菱商

事の架空取引事件で，八尋副会長および学会の富士美術館が深く関与していること

が判明，使途不明の十五億円が学会の裏金になったのではないかとの疑惑がもたれ

ている。 

 また同年五月には，学会の墓苑事業に巨額の申告漏（も）れのあることが国税局

より指摘され，約二十四億円にものぼる修正申告をし，法人税約六億四千万を納付

することとなった。学会に対する税務調査は現在も続いている。（中略）このよう

にして得た灰色の利益が，また，学会の謀略・反社会活動の資金として使われるの

である」 

と記載されているが，一読すれば明らかなように，これは当時，マスコミで報道さ

れていた周知の事実を掲載しただけである（甲１６７）。 

 大草も，本人尋問の際に，「妙観」（乙ニ３８）について， 

「それは一般のマスコミの報道ですね，うちで流用したのは。一般にそう言われて

いる」（大草本人尋問・５４頁）と述べているとおりである。 

（２）そもそもＴは，右翼調査の依頼は，Ｗからのものであると証言しているので
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あり，控訴人らからの依頼であるとは証言していない。 

「乙ニ３４についてですが，これはいつ誰から依頼があった調査なんですか。 

   これはＷさんから私に依頼のあったものだと記憶しています。 

 いつ頃ですか。 

   ですからこの日にちにあります，平成４年の 1 月に入ってからのことだと思

いますが。 

 どういう依頼があったんですか。 

   大石寺の周りで右翼車両が大挙して騒いでいるので，ちょっとその様子を監

視してほしいというような話でした。 

 それはＷさんからあなたに直接あったんですか。 

   その時にはＷさんから私に直接です。」（Ｔ本人尋問・３３頁） 

 このようにＴ本人は，右翼の調査はＷからＴへの直接の依頼である，と証言して

いるのである。 

 Ｔ証言を検証すると，この右翼調査の時期は，平成４年 1 月２４日～1 月３１日

であり，Ｔ証人は既に平成３年１０月で帝国リサーチを退職している（Ｔ陳述書・

甲１２０・１頁）のであるから，Ｗから，帝国リサーチを通さず，直接，依頼を受

けたとのＴ証言は納得できる説明であるといえる。 

 また，Ｔは，「失業した直後でアルバイト感覚」（Ｔ本人尋問・３６頁）で受け

たと証言しており，その上，被控訴人代理人から調査費用をいくら受け取ったかを

聞かれ， 

「どのくらいの金額ですか。 

   ですから覚えていません。 

 まったく覚えてないの。 

   はい。 

 １０万ぐらいですか，１００万ぐらいですか 

   分かりません」（同・４２頁） 

と証言している。もし，仮に１００万も受け取ったならば，記憶に残っているはず

である。これは，記憶にすらない程度の，アルバイト代相当の金額だったからであ



 9 

ると推測される。 

 結局のところ，右翼調査と控訴人らを結びつけるものはＷの供述しかないのであ

り，後述するようにＷの供述は全く信用できないのである。 

 

３ そもそも帝国リサーチが調査をしたという客観的証拠も全くない 

（１）請求書が存在せず送金もなされていない 

 原判決の事実認定の飛躍を示すものとして付言すれば，右翼調査の受任者が，Ｔ

個人と区別された意味での帝国リサーチであるとする客観的証拠もまた存在しな

い。 

 右翼調査費用についての帝国リサーチからＷに宛てた請求書が存在せず，対応す

るＷからの送金もなされていないのである（ちなみに，実質的依頼者が誰であって

も，Ｗを通じた帝国リサーチに対する依頼の場合には，Ｗ宛の請求書が発行され，

Ｗ名義で送金されていたことは，被控訴人らの自認するとおりである）。 

 右翼調査に関しては，被控訴人らからは帝国リサーチが発行したものであるとす

る請求書も一切，提出されていない（盗聴の証拠であるとして提出されている請求

書には，右翼調査に関する項目は一切記載されていない。甲１４４ないし甲１４

７）。Ｗは，平成４年２月２５日に正式に妙観講を除名になっている（Ｗ陳述書，

甲１４２・２０４頁）が，この大石寺周辺の右翼調査の期間（平成４年１月２４日

～１月３１日）は，まだＷは妙観講員だった時期である。被控訴人らが主張するよ

うに，帝国リサーチに依頼して行なった調査であるならば，帝国リサーチは，当然，

Ｗ宛てに請求書を発行し，Ｗは，それを受け取ったはずであり，本件訴訟において

被控訴人らから提出されている請求書と一緒に，提出するはずである。 

 また，Ｗの供述に対応する振込みがなされていない。別件訴訟において，弁護士

が銀行に照会した結果によれば（甲１４８及び甲１５５，甲１６６），右翼調査の

時期以後に，それに対応すると推測される振込みはないのである。 

 

（２）報告書の書式などが違っている 

ア 原判決は，証人木村芳孝（以下，木村という）の証言を記載するなかで，「乙
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ニ第３５号証の１ないし１０は，同時期に，帝国リサーチが右翼団体，創価学会に

関して調査した結果の報告書である。」（８４頁）としているが，この説明は証拠

に基づかない独断である。 

 この乙ニ第３５号証の１ないし１０の書式は，創価学会が書証として提出してい

る帝国リサーチと明記された調査報告書（甲１５４）の書式とは，まったく異なっ

ている。 

 乙ニ２９の調査報告書には，表題に「調査報告書」，「社団法人 日本調査業協

会 正会員第４７号 株式会社帝国リサーチ」と明記されており，住所や電話番号

の記載もある上，２頁目には社判もある。さらに最終頁には，「株式会社帝国リサ

ーチ」，「承認・Ｆ，部長・Ｆ，係員・Ｔ」の各押印と，会社の住所と電話番号，

本部の地図まで明記されているのである（ちなみに乙ニ２９以外の帝国リサーチの

報告書も全て同様の体裁となっている）。 

 しかし，乙ニ第３５号証の１ないし１０は，ただのワープロ打ちの文字の羅列の

みで，どこにも帝国リサーチの名前が登場せず，作成者がまったく明らかにされて

いないのである。 

 また帝国リサーチの作成した報告書（乙ロ１など）と乙ニ第３５号証の１ないし

１０とを比較すると，使用されているワープロソフトのフォント（字体）も異なっ

ており，乙ニ第３５号証の１ないし１０を帝国リサーチが作成したとは考えられな

いのである。 

イ このような作成者不明の報告書を帝国リサーチが作ったと主張する木村の証

言の根拠は，結局のところＷの供述だけである。 

 すなわちＷは，本人尋問において，乙ニ第３５号証の１ないし１０（「参考資料

G」）を示されたうえで，これはＴの現場調査をもとに，帝国リサーチが車の所有

者などを調査して作成した資料であると供述しているが（Ｗ本人尋問・２６頁），

このＷの供述は，何ら根拠を示すことのないものであって全く信用できない。 

ウ Ｔが作成した手書きの調査報告書（乙ニ３４）には，竹嶋利夫なる人物につい

て「同人は稲川会中堅幹部と評される人物であるが詳細は帝国リサーチ報告によ

る。」との記載がある（８頁）。 



 11 

 しかし，これは稲川会関係者の調査であり，Ｔが依頼を受けた大石寺周辺の右翼

車両の調査の範囲を越えており，またＷから帝国リサーチに調査を依頼すると聞い

ていたことから，このように記載したものとＴは述べているのであって（Ｔ本人尋

問・３４頁），実際に帝国リサーチが調査していたことの証拠となるものではない。 

 特に，乙ニ３４には，「詳細は帝国リサーチ報告による」と記載されているが，

乙ニ３５には，稲川会組員程度の記載しかなく（乙ニ３５の２，同３），乙ニ３４

の記載を越えることは書かれていない。従って，乙ニ３５が，乙ニ３４でいう「詳

細」な「帝国リサーチ報告」に該当しないことは明らかであって，原判決の判示す

る「乙ニ第３５号証の１ないし１０は，同時期に，帝国リサーチが右翼団体，創価

学会に関して調査した結果の報告書である。」（８４頁）は，明らかに事実誤認で

ある。 

 

（３）従って，この右翼調査を帝国リサーチの仕事であったとする客観的根拠は何

一つないのである。それどころか，乙ニ３５の１ないし１０の内容を見ると，一般

的な企業の業績についての調査等とは全く異なっており，その内容は，むしろ創価

学会ウォッチャーが一定時間をかけて調査してきた内容をまとめたものであって，

一般の調査会社にすぎない帝国リサーチが調査した結果とは到底考えられない内

容なのである。 

 

４ 右翼調査資料は全てＷが出所であり全く信用できない 

（１）創価学会は，準備書面（１１）で，右翼調査資料等について，以下のように

主張している。 

「４ 盗聴以外の調査活動に関する帝国リサーチの書類の存在 

（１）平成８年２月にＨがＷから受け取った盗聴関係以外の資料として， 

①「梅澤十四夫に関する内偵調査」との手書きの書類（乙ニ３２） 

②ＨＭに関する帝国データバンクの調査報告書（乙ニ３３） 

③「調査報告書」と題する手書きの書類（乙ニ３４） 

④創価学会と右翼団体との関係に関する資料・ライベックス株式会社と創価学会と
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の関係に関する資料・創価学会のルノアール絵画取引に関する資料・池田名誉会長

の家族関係に関する資料が一つに綴られている「参考資料 G」と題する書類（乙ニ

３５の１～１０） 

⑤④の元となったと思われる池田名誉会長やその親族の戸籍謄本・住民票（乙ニ４

６～４９，乙ニ５０，乙ニ５６）  

などがある。」（４５頁） 

 そして木村は，創価学会の主張に添う形で，陳述書①（乙ニ３１・２５頁）にお

いて同様の主張をし，尋問においても同様の証言を行っている（木村本人尋問・７

頁）。 

 またＨも，陳述書（乙ハ２５・８頁）で，創価学会，木村と同様の陳述をし，尋

問でも同じ供述を繰り返している（Ｈ本人尋問・８～９頁）。 

（２）以上のように，創価学会，Ｈ，木村の主張は全て，平成８年２月にＷから，

Ｈが右翼調査資料などを受け取ったというのである。 

 しかし，実際には，別件の梅澤訴訟，Ｈ訴訟におけるＷの準備書面，陳述書を全

て精査しても，ＷがＨに，「調査報告書」と題する手書きの報告書（乙ニ３４），

「参考資料 G」（乙ニ３５の１），「G 会―右翼団体，関係推測図」（乙ニ３５の

２），「G 会―右翼関係資料」（乙ニ３５の３～７），「Ｇ会・絵画取引に関する

資料」（乙ニ３５の９）などを手渡したという記載は一切，存在していないのであ

る。 

 Ｗの陳述書の中で，唯一出てくるのは，「梅澤十四夫に関する内偵調査」との手

書きの書類（乙ニ３２），「池田大作の親族調査等」（乙ニ３５の９・１０，乙ニ

４６～５０，乙ニ５６）に関する記載のみであった。 

 このように，Ｗが帝国リサーチに作成を依頼したという右翼調査資料に関して，

その依頼の状況や，ＷがＨに手渡したなどという陳述および供述，証言は，梅澤・

Ｈ訴訟において，一切，存在しない。 

 ところがＷは，本件訴訟の本人尋問になると，突如として右翼調査資料に関する

供述をしたのであり（Ｗ本人尋問・２４～２６頁），このＷの供述は，本件訴訟に

なってからの前述した創価学会，木村，Ｈの陳述等を裏付けるために，後から作ら
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れたものとしか理解できないものであって，到底信用できないのである。 

（３）さらにＷの供述を精査すると，Ｗは，「Ｔさんの能力を非常に大草氏は買っ

てましたので，やめた後，やめたって話を聞いた後，Ｔさんに何とかコンタクトを

とってみろと言われたんで，連絡をとって，Ｔさんにお願いをしました。」（Ｗ本

人尋問・２５～２６頁）と供述するが，この大草がＷにＴと連絡を取れと言うくだ

りは，梅澤訴訟のＷの陳述書（甲１４２）の中の，本山の警備会社を立ち上げる際

に，大草がＴと連絡を取れと，Ｗに言う場面と重なるのである。 

「被告大草氏から電話がありました。『Ｔと会いたい。連絡をとってくれ』という

ことでした。（中略）被告大草氏は，Ｔ氏の身の振り方についての話をしました。

（中略）さらに本山の警備会社の話をしました。（中略）Ｔ氏に本山大石寺の警備

員としての講習をしてもらおうという話をしていました」（甲１４２，２０９～２

１２頁）。 

 このようにＷの供述は，梅澤訴訟において陳述した場面を，まったく違う場面で

の出来事に置き換えて供述しており，信用することはできないのである。 

 また，上記，右翼調査の期間後の平成４年３月１日に，大草は，Ｔ，Ｗと三人で

会っている。この事実は，大草，Ｔ，Ｗの３人の陳述及び供述とも一致している（大

草陳述書・甲１５９及び１６０，Ｔ陳述書・甲１２０，Ｗ陳述書・甲１４２）。会

った理由は，Ｔが陳述したように，「大草氏の用件とは，大石寺に右翼が嫌がらせ

に来ている，大石寺で警備会社を立ち上げたいということなので力を貸してほし

い」（甲１２０・７頁）というものであったが，その時のことをＴは尋問で，被控

訴人代理人から，「その時に大草さんはあなたがさっきの乙ニ３４で１月に調査し

たそれについては知っている様子でしたか」と尋ねられ，「特にその話については

出ませんでした」（Ｔ本人尋問・３９頁）と証言している（同趣旨の証言は大草も

している）。 

 もし大草がＴや帝国リサーチに調査をさせていたなら，改めて「大石寺に右翼が

嫌がらせにきている」（甲１２０・７頁）などと説明するはずがない。大草は，Ｔ

が既に１月に右翼の調査をしていたなどとは全く知らなかったからこそ，このよう

に説明したのである。そして，まさに，その右翼の問題で警備会社を立ち上げるの
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だから，その調査の件が話題に上らないはずがなく，それが話題に上らなかったこ

と自体が，大草がＴの調査を知らなかった証拠であり，調査を依頼していなかった

証拠なのである。 

  

５ 結語 

 以上のべたとおり，右翼調査資料は，本件と全く関連性のない資料を，無理矢理，

控訴人らの指示による調査の結果であるとこじつけて，本件訴訟に証拠として提出

されたものである。これらの右翼調査資料を控訴人らと結びつけるものは客観的に

は全く存在していないのであり，あるものはただＷの供述だけなのであって，Ｗの

供述は全く信用性がないのである（控訴理由書（１）・８～９頁）。 

 

第２ Ｗの妙観講内における地位と活動について 

 

１ はじめに 

 原判決は，Ｗの妙観講内における地位と活動について多くの事実誤認を犯し，そ

れを前提として「原告大草は，被告Ｗを平成３年２月，５月に処分し，本件各盗聴

が実行された時期には，原告大草と被告Ｗとの関係が従前ど異なり，殆ど切れてい

たかのように主張するが，被告Ｈの供述によれば，同被告が原告妙観講との２度目

の法論をしたのは，平成３年５月１８日であり，同法論には，原告妙観護の佐藤副

講頭も出席していたこと，その後も，被告Ｗが，創価学会員と活発に法論を続けて

いたことについては裏付証拠もあるのであって，これらの行動は妙観講員としての

活動であったとみるのが自然であり，上記処分があったとしても，本件各盗聴が被

告Ｗ単独の行為であって，原告らの関与が全くなかったと断ずることは困難であ

る。」と判示する（１１２頁）。 

 そこでまず，Ｗの女性問題を中心にその略歴を述べ，ついで原判決の事実誤認を

明らかにする。 

 

２ Ｗの女性問題（大草陳述書・甲１５９及び１６０の要旨，一部，他の陳述書又
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は供述より引用あるいは要旨を記載した場合は，その都度記載） 

 Ｗは，昭和４９年頃日蓮正宗の信徒となり，同５５年妙観講が結成された後は同

講の講員となり，同５９年頃には同講の教学部長，同６０年３月には同講の支部長

（日蓮正宗から認証された幹事）に就任した。しかし，同６２年８月頃，Ｗが複数

の講員女性と結婚すると偽って関係をもっていたことが発覚したことから，控訴人

らは同年９月，Ｗを訓告処分（妙観講の懲戒処分は，訓告処分，戒告処分，活動停

止処分，除名処分の順に重くなっており，懲戒処分となれば同時に全ての講内での

役職を喪失することになる）とし，これによりＷは教学部長，幹事兼支部長などの

全ての役職を喪失した。 

 またＷの行動を監督できるようにするため妙観講の機関誌などを発行している

「暁鐘」編集室に勤務させ，当時妙観講の本部が小金井市にあったことから，同市

に引っ越させ，その様子を見守っていたところ，同人が反省しているように見えた

ことから，昭和６３年３月頃には支区部長（支部長の下であり，支部の中に複数存

在している支区の部長）に就任させた。この役職は，支部長と異なって日蓮正宗か

ら認証される幹事を兼ねるものではない。 

 昭和６３年から平成２年にかけて，Ｗは妙観講内での地位を復活させようと思っ

たのか，熱心に顕正会に対する折伏に励んでいるように見えた。しかしいまだ不安

が残ったことから，平成２年７月，暫定的な支部長（正式な支部長は日蓮正宗から

認証された幹事が兼務することに講則で定まっているが，認証幹事でない暫定的な

支部長）に就任させた。 

 その後，平成３年１月下旬，女子講員の告発により，Ｗの女性問題再発が判明し，

控訴人らは同年２月１日，Ｗを戒告処分としＷは支部長の地位を喪失した。  

 また平成３年３月末，２人の妙観講員が創価学会学生部幹部のＨと遭遇し，それ

を伝え聞いたＷが再度，Ｈと会えるように法論の場を設定させ，同年４月２８日，

ＷはＨと初めて法論を行った。 

 ところが平成３年４月３０日までに，Ｗによる被害女性が同時に１０名もいるこ

とが判明したことから，同３年５月１日より，さらに重い活動停止処分とした。こ

の処分はＷに対しては通告したものの，多数の被害女性の名誉と人権に考慮して公
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告しなかった。 

 その後，Ｗはほとんど妙観講の集まりに参加しなくなった。 

 またＷは，創価学会を脱会し妙観講へ入講しようという移籍者を自らが束ねよう

と画策したが，大草はそのような行為を一切許さず，これ以降，Ｗは，大草にも露

骨に反抗の色を見せ始めるようになった。 

 この時期，前述の通り，Ｗは活動停止処分を受けており，本来ならば法論はでき

ないが，Ｗは勝手にＨとの２回目の法論を電話で約束してしまっていたとのことで

あった（Ｈ陳述書，乙ハ２３・２４頁）。そこで大草としては，妙観講が逃げたと

見られては困るため，５月中旬のＨとの間の２回目の法論にＷを行かせざるを得な

かったが，勝手なことをしないよう見届け役として妙観講副講頭の佐藤せい子を同

行させた。 

 またＷは，平成３年６月頃，大草はじめ妙観講員との関係が悪化したことから，

住居を小金井市から，同人の父親の住む杉並区西荻窪へ引っ越した。その後Ｗは，

平成３年９月末で「暁鐘」編集室を退職し，同年１０月に最後の給料の支払いを受

けた。 

 しかし平成４年にはいってからも，女子講員の告白により，Ｗの悪行が続いてい

ることが再度発覚し，また名古屋の幹部からもＷが不正に妙観講員の名簿を取得し

ようとしているとの報告があり，同年２月２５日，Ｗを除名処分とし，その旨を公

告した。 

 その後，大草は，大石寺警備の関係で帝国リサーチのＴと連絡をとる必要が生じ，

Ｔの電話番号を知っているのがＷであったことから，やむなく同人に電話し，Ｔに

連絡をとらせた。また，同年３月１６日，Ｗの父が死亡し，Ｗの母が当時妙観講員

であったことから，大草は，Ｗ宅を弔問した。 

 こうしてＷは，平成４年２月２５日，妙観講を除名処分となったが，日蓮正宗理

境坊の信徒資格は残っていたことから，自動的に日蓮正宗理境坊の直属信徒という

扱いになった。 

 直属信徒といっても，それは正式に講に入れてもらえない，いわばまだ半人前の

信徒という意味であって，Ｗも，直属信徒とはいっても実際には何ら信徒としての
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活動をしていなかった。 

 その後，平成５年１月上旬深夜，Ｗは大草に電話で，「もうすぐＨが講頭に対し

てエゲツないことをやる」と言って脅してきた。そして大草を誹謗中傷する「オー

クサ真理教の七不思議」等の怪文書が配布されはじめ，その言葉どおり，た（甲８

７，８８，９３，９４，１０８，１０９，１１１）。 

 また理境坊の小川住職は，平成５年の春頃，妙観講員からの報告により，Ｗが，

まだ妙観講員と接触しようとしていることを知った。このままでは，講の統率がと

れなくなると考え，よく事情のわからない講員がけじめなくＷと接触しないよう，

同年６月２２日付にて，「お知らせ」という書面（Ｂ５版の用紙）を，妙観講の拠

点の掲示板に張り出し，妙観講員がＷと接触をもつことを禁止した。この「お知ら

せ」の意味は，Ｗは女性問題などで妙観講から除名処分となり，理境坊の一信徒と

して謹慎させている状況なので，妙観講員はＷとは接触してはいけないという趣旨

のものだった（小川住職陳述，甲１６８・２３～２４頁）。 

 このようにＷは，妙観講内で多くの女性問題を起こし，昭和６２年９月訓告処分，

平成３年２月１日戒告処分，同年５月１日より活動停止処分，平成４年２月２５日

除名処分となったものである。 

 

３ 盗聴の行われた平成３年当時，大草とＷは盗聴を共謀するような親密な関係に

はなく，却って敵対関係にあった 

 

（１）Ｗの信仰歴について，原判決は， 

「被告Ｗは昭和４９年ごろ，日蓮正宗の信徒となり，原告妙観講結成以来，同原告

の講員であった。原告妙観講の理事，支部長，庶務部長，教学部長等を務めたが，

平成４年２月，原告妙観講における役職を離れ，平成１３年７月１９日，日蓮正宗

の信徒から除名された。」（５頁） 

とさりげなく判示しているが，同判示に重大な事実誤認があることは明らかであ

る。 

 Ｗは平成３年２月１日戒告処分となり，それにともない役職を喪失したのであっ
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て，平成４年２月に役職を離れたのではない。このことは，Ｗ自身の供述を含め全

ての証拠上明白であり，これと異なる原判決のような認定が成立する余地は全くな

い。 

（２）盗聴が行われたとされるのは，平成３年５月１０日～１７日（Ｈ宅盗聴）な

いし同年１２月１０日～１６日及び１７日～３０日（梅澤宅盗聴）とされており，

ともにＷが妙観講において平成３年２月１日戒告処分となり，それにともない役職

を喪失した後である（さらに言えば平成３年５月１日より活動停止処分となった後

である）ことは明らかであるのに，原判決は，事実誤認の結果，同人が同講の役職

についていた時期になされたものと誤認しているものと解される。従って，原判決

のこの事実誤認もまた，盗聴が控訴人らの指示によったのか，あるいはＷが単独ま

たは他の第三者の指示の下で依頼したのかという本件の争点にかかわる重要な論

点に関する事実誤認，ひいては原判決主文の結論に影響を及ぼす重大かつ明白な事

実誤認である。 

（３）梅澤訴訟の一審において，Ｗは次のように平成３年２月１日を境に大草とＷ

とが熾烈な対立関係になったと解する他ない供述をしていた。 

①「平成３年２月１日，被告大草が直に被告Ｗに面談し当時種々の役職（お世話係

り）を兼任していた被告Ｗに『言いたくはないが，お前ばかり活躍しちゃーうまく

ないんじゃーないの，，，』などとあからさまに，言い放ち役職を下りるように強

要した。 

 ２月７日，多くの講員が驚くなかで，被告大草は組織を再編し，同時に被告Ｗに

発言を封じる一方で，被告大草の意を受けた幹部達により被告Ｗに対する非難が約

1 年かけて徹底的に行なわれる。」（梅澤訴訟 Ｗ準備書面，甲１６９・６～７頁）。 

②「同年２月１日の幹部会終了後，私は妙観講の役職を一切，解任となりました。

理由は，『信仰の不純』『二重構造』ということでした。私が面従腹背をして被告

大草氏の言うことを聞かず，腹の中にあることをしゃべらないというのです。」（梅

澤訴訟 Ｗ陳述書，甲１４２・１５０頁） 

③「平成 3 年 2 月に私は被告大草氏から妙観講の一切の役職（支部長，教学部長，

理事）を解任になりました。」（同） 
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「あなたの陳述書では平成３年の２月１日の会合終了後，妙観講の役職を一切解任

になったというふうに記載されていますよね。 

  はい。 

これは間違いないんですか。 

  私の立場から言えば辞任であり，彼の立場でから言えば解任であり同じことだ

と思います。」（梅澤訴訟 Ｗ本人尋問，甲１１５・１０頁） 

（４）なお「客観的証拠」のうち梅澤宅を盗聴したとされる平成３年１２月２５日

付の盗聴テープの反訳書（乙ホ９５）には，梅澤十四夫（故人。以下，梅澤という）

と奥住という人物が会話の中でＷのことを話している箇所がある。 

梅澤「あれ（Ｗのこと），本当におかしいね」 

奥住「でしょう」 

梅澤「おかしいよ，あれ（Ｗのこと）」 

奥住「妙観講離れたんじゃないかな。（中略）本部（妙観講本部のこと）に電話し

たの？」 

梅澤「本部に電話した。そうしたら『いや，Ｗさんはしばらくこちらにお見えにな

っていませんから』と言うんだ。」（乙ホ９５・２～３頁） 

と会話している。 

また，梅澤は別の人物（氏名不詳）との会話で， 

梅澤「彼（Ｗのこと），おかしいね。」 

○○「聞いて見ました？籍をもう離れたということ。」（○○は氏名不詳，原文の

まま） 

梅澤「うん，聞いたの。聞いたら言葉を濁して。やっこさん（Ｗのこと），態度お

かしいな。噂では妙観講を離れたというふうに噂入っているんだよね」（同・

４頁） 

と話している。 

 このように，当時（平成３年１０月～１２月），Ｗが実質的に妙観講の活動から

離れていたことは，妙観講の中だけでなく，講外の梅澤の耳にも届いていたことが

わかるのである。これは，大草陳述書（甲１５９・３４頁）でも主張している。 
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（５）これらを踏まえ，梅澤訴訟の一審判決では， 

「当裁判所の判断」（８頁から始まる）として，「争いのない事実に証拠（中略）

及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる」（１９頁）とした上で， 

「被告Ｗは，昭和４９年，被告日蓮正宗に入信し，以後，被告理境坊妙観講の理事，

支部長などに任ぜられていたが，平成３年２月１日，女性問題等の不行跡を理由に

妙観講の役職を一切解任された上，戒告処分を受け，『さらに，その３か月ほどの

間に次々と新事実が判明，それは，被告Ｗに騙され著しく傷を負った女子講員は，

直近の一年間だけでも何と十余名に及び，しかも，その悪業を隠ぺいするための巧

妙な工作や口封じがなされていたこと，また，被害者の講員達はいずれも被告Ｗか

ら講中役員に対する悪口・批判をもっともらしく聞かされていたこと，講則で禁じ

られている講員からの金品の借用まで行なっていたこと等々，とうてい“戒告”で

はすまされるはずの内容』ではなかったとして，同年４月には，活動停止処分を受

けた」（梅澤訴訟 一審判決・甲１・１９頁） 

と，事実認定されたのである。 

 そしてＷが平成３年２月１日に戒告処分を受けたことを前提に， 

 ｢被告Ｗが本件電話盗聴を被告大草ないし同小川に指示されたという時期は，被

告Ｗが妙観講の活動停止処分を受けた後で，しかも何らの地位の回復もないまま，

翌平成４年２月に妙観講から除名処分を受けたその間のことであること，そして，

これらの処分の理由について，被告Ｗが陳述する内容は明らかに客観的な証拠に反

する上，被告Ｗ自身も，平成１０年８月１７日付け準備書面において，平成３年２

月７日以降は，『被告大草は，組織を再編し，同時に被告Ｗに発言を封じる一方で，

被告大草の意を受けた幹部達により被告Ｗに対する非難が１年かけて徹底的に行

われ』た時期であると主張していることからすれば，このような時期に，被告Ｗの

陳述のような会話を交わしして，被告大草ないし同小川から本件電話盗聴の指示を

受けたとすることは全く不自然である。｣ (同・３０頁) 

という，証拠を精査した上での合理的な判決が下されたのである。 

（６）これに対し，Ｗらは一審の主張を変遷させ「Ｗに対してされた妙観講の活動
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停止処分等は，学会に対する盗聴等の特務を行いやすくするための体裁を整える表

面上のものであって，Ｗは，その処分期間中も妙観講の重要な職務を担当し，被控

訴人大草の指揮の下に活動していた」と荒唐無稽な主張をして控訴したが，東京高

裁は次のように述べてこれを一蹴したのである。 

「原判決掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，Ｗは，平成３年２月１日に，女

性問題等の不行跡を理由として妙観講の役職一切を解任された上，戒告処分を受け

たこと，その後，更に多数の女性講員と関係を持っていた事実等が判明したとして，

同年 4 月に妙観講の活動停止処分を受け，同年 9 月には暁鐘編集室も退職した上，

更に，平成４年２月２５日，妙観講を除名されたこと，この間のＷと妙観講との関

係について，Ｗ自身も，『被控訴人大草の意を受けた幹部達によりＷに対する非難

が約一年かけて徹底的に行なわれ』た旨認識していることがその主張自体から認め

られるのであって，以上の事実からすれば，Ｗが本件電話盗聴の指示を被控訴人大

草及び同小川から受けたと供述ないし陳述する平成３年秋ころは，Ｗは妙観講から

非難され被控訴人大草との関係も悪化していた時期であり，そのような時期に被控

訴人大草及び同小川から本件電話盗聴の指示を受けたとするＷの供述ないし陳述

の合理性には疑念を差し挟まざるを得ない。（中略）Ｗ自身，平成３年２月の戒告

処分後は，妙観講から非難を受け，その関係が悪化していた旨の認識を持っていた

ことは前記のとおりであることからすれば，講員としての活動停止処分が表面的な

ものであったということはできない。」（梅澤訴訟，控訴審判決，甲２４・２２頁） 

と極めて正当な判断を示したのである。 

 Ｈ訴訟においても，一審，控訴審とも同様の判断を下したのである(Ｈ訴訟 一

審判決，甲２５・２９頁，Ｈ訴訟 控訴審判決，甲６１・３頁）。 

 なお，Ｈ訴訟における大草本人尋問の際に，原告代理人（Ｈ訴訟の原告Ｈの代理

人）から，Ｗが「暁鐘」編集室に勤務していた平成３年当時，編集室の「創価学会

問題電話相談コーナー」で電話を受けていたことをもって，Ｗの活動停止処分はな

かったかのような尋問をしてきた（乙ホ６０・２２頁ないし２８～２９頁）。 

 またＷに至っては，本件訴訟の尋問では，この「電話相談コーナー」は，妙観講

の最高幹部だけが担当していたかのように供述し（Ｗ本人尋問・１７頁），ことさ
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ら大草との関係悪化の事実を隠蔽しようとした。 

 しかし，当時の「電話相談コーナー」は，「暁鐘」編集室に勤務する全スタッフ

を始め，休みの取れる講員たちで当たっていたものであり，Ｗも平成３年９月まで

は編集室のスタッフであったことから，仕事の一貫として業務をこなしていただけ

のことである（乙ホ６０・８５頁）。そして最高幹部のみが担当していたわけでな

いことは，大草最終準備書面（１７頁）で主張した通りであり，それを裏付ける書

証も存する。（甲１３３） 

 以上のような次第なので，この「電話相談コーナー」の件につき，Ｈ訴訟の一審，

控訴審とも，大草の主張通りの正当な判断を下したのである(Ｈ訴訟 一審判決，

甲２５・２９頁，Ｈ訴訟 控訴審判決，甲６１・３頁）。 

 

４ Ｗは大草に次ぐ地位に返り咲いてなどいない 

 

 原判決は，「６ 背景事情と先行訴訟（３）被告Ｗと原告大草，原告妙観講との

関係」において，「平成２年１０月当時，妙観講の支部長に返り咲き，支部長兼教

学部長という原告大草に次ぐ地位にあり，積極的に法論等の活動をしていた。」（６

４頁）と判示している。 

 しかし，「２ Ｗの女性問題」で述べたとおり，昭和６３年から平成２年にかけ

て，Ｗが熱心に顕正会の折伏に励んでいるかのように見えたものの，しかしいまだ

不安が残ったことから，平成２年７月，暫定的な支部長（正式な支部長は認証幹事

を兼ねることに講則で定まっているが，認証幹事でない暫定的な支部長）に就任さ

せただけである。 

 妙観講においては，講頭の下に副講頭２名，さらにその下に支部長（日蓮正宗か

ら認証された幹事を兼ねる）６名がおり，Ｗは幹事の認証すら受けていない暫定的

な支部長にすぎない。 

 また教学部長の地位は，昭和６２年９月，Ｗを訓告処分としたことによって，教

学部長を含む全ての役職を喪失したのであり，その後そのような地位にはついてい

ないのである。 
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 従って，Ｗが「妙観講の支部長に返り咲き，支部長兼教学部長という原告大草に

次ぐ地位にあった」とする原判決は明らかに事実を誤認するものである。 

 

５ 乙ハ第３５号証 原審裁判所は証拠を一瞥もしていない 

 

（１）原判決は，「平成３年５月１８日にも，妙観講講員として被告Ｈと法論をし

ており，平成３年９月下旬にも，妙観講講員として創価学会青年部員と法論をして

いるのであって，原告大草の上記供述内容とは矛盾した行動をとっている。平成３

年９月２５日に被告Ｗが妙観講の一員として法論に参加していることについては，

乙ハ第３５号証（被告Ｗの原告大草に対する報告書）」（６５頁） 

などと判示し，「乙ハ第３５号証（被告Ｗの原告大草に対する報告書）」と，（ ）

で注釈まで付けて認定している。 

 しかし，これは創価学会の側で作成した内部文書であり，Ｗが大草に報告するた

めに作成した文書などではない。 

（２）乙ハ３５の内部文書は，Ｈが提出したものであるが，その証拠説明書には，

「報告書（写し）」，作成年月日「平成３年９月２７日」，作成者「藤森，川崎」

とある。そして，乙ハ３５の内容には，「報告先 力武様→ＴＹ男子部長」，「報

告者 藤森・川崎」と記載されている。これは創価学会員の「藤森・川崎」が，妙

観講員との法論の様子を，「力武」にあげ，それを「ＴＹ男子部長」（学会幹部で

当時の男子部長・ＴＹ，現在は創価学会副会長。甲１７０）に提出した報告書であ

る。 

 乙ハ３５のタイトルには，大きく「妙観講・Ｗの件」と記載があり，原判決が認

定したように，これが「被告Ｗの原告大草に対する報告書」であるならば，Ｗが，

自身のことを「妙観講・Ｗの件」などと記入するはずがあろうか。この一点だけで

も原審裁判所が，この証拠を一瞥もしないまま，甚だしい事実誤認を犯したことは

明らかである。 

 また，その中身に踏み込めば，Ｗのことを「妙観講・Ｗ（元教学部長，副講頭）」

などと書かれている。Ｗが，妙観講の副講頭であったことなど一度もなく，Ｗ自身
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がこれまで提出してきた梅澤・Ｈ訴訟の準備書面・陳述書・尋問調書においても，

まったく主張していないのである。 

 さらに，「相手側は，Ｗ・中森・井上，こちら側は上記三名（上記とは創価学会

員の渡邉隆司，藤森，川崎のこと）で対峙し」，「以下，Ｗの論調」などの記載も

あり，Ｗが記載したのであれば，このような書き方には絶対にならない。 

 この乙ハ３５を提出したＨは，乙ハ３５を本件訴訟の尋問で示されて，Ｗが平成

３年９月頃も妙観講員として活発に活動していた証拠であるなどと供述しつつも

（Ｈ本人尋問・３～４頁），乙ハ３５をして，「被告Ｗの原告大草に対する報告書」

などとは一言も供述していない。 

 このように乙ハ３５を提出したＨでさえも主張していない事を，原判決は勝手に

注釈を付けて認定しており，これは原判決の随所に見られる証拠に基づかない全く

不当な独断の一つである。 

（３）乙ハ３５の文書は別件の梅澤・Ｈ訴訟では，証拠として提出されておらず，

本件訴訟において控訴人らは初めて見たものである。控訴人らは，Ｗが平成３年９

月当時，創価学会員と法論したなどとは全く聞いていないし，当時，活動停止処分

を受けていたＷにこのような法論を許すことはあり得ない。 

 ちなみに平成３年２月１日Ｗは戒告処分となり支部長の地位を喪失していたが

活動停止処分となっていたわけではなく，同年３月末には，ＷはＨとの法論の場を

設定させ，同年４月２８日，Ｈと初めて法論を行った。 

 この時期，Ｗは活動停止処分を受けており，本来ならば法論はできないが，Ｗは

勝手にＨとの２回目の法論を電話で約束してしまったとのことだった（Ｈ陳述書，

乙ハ２３・２４頁）。大草としては，妙観講が逃げたと見られては困るため，５月

中旬のＨとの２回目の法論にＷを行かせざる得なかったが，勝手なことをしないよ

うに見届け役として妙観講副講頭の佐藤せい子を同行させた。 

 なお，平成３年９月下旬の創価学会青年部との法論に関しては，本件訴訟の控訴

人大草が本人尋問において， 

「これを見ると，平成３年９月２５日午後１１時半から２６日の午前３時半頃まで

法論が行われており，妙観講側からはＷさんのほかに中森絹代さん，井上啓一さん
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ら全部で７人が参加したということが書かれてあるんですけども，この法論のこと

は知ってましたか。 

    知りません。全然知りませんね。 

   （中略）今回，中森にも井上にも確認をしましたけれど，その結果を申し上

げていいんですか。 

答えてください。 

    中森のほうは当時，Ｗが参加したということについてはまったく記憶がな

いということでした。井上については，自分がＷに応援を頼んだかもしれ

ないと，それで参加したかもしれない，うろ覚えだけれど，こういうこと

でした。 

この法論は平成３年９月２５日に行われてるわけですから，実際に活動停止処分に

はＷさんがなっていなかったということの裏付けではないんですか。 

    そんなことないですよ。陳述書で出してありますように，Ｗの活動停止自

体は理由が理由ですから，講中には広くそれは知らしめなかった。理由は

前に陳述書でも述べてありますよね。だから班長の井上は知らなかったと

思いますよ。」（大草本人尋問・６８頁） 

と述べたとおりである。 

 すなわち，仮にＷが平成３年９月の法論に参加していたとすれば，それはＷの毒

牙にかかった多数の被害女性の人権に考慮してＷの活動停止処分（平成３年５月１

日より）を公告しなかったことから，事情を知らない講員が，Ｗに法論の応援を依

頼した可能性が残されるだけであり，大草の知らないところでＷが法論に加わって

いたにすぎないものなのである。 

  

６ Ｗは積極的に活動していない 

原判決は，「被告Ｈ宅の盗聴が行われた平成３年５月，宣徳寺，妙泉坊，梅澤宅

の盗聴又は盗聴未遂が行われた平成３年１０月から１２月当時，被告Ｗは，前記の

とおり，原告妙観講議員として積極的に活動していたものである。」と述べている

（６６頁）。 
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 しかし，「前記のとおり」の「前記」とはどこを指すのか，判決文をいくら読ん

でも，全く理解不能な箇所である。 

 だが，Ｗの参加した法論は，被控訴人らの主張に依っても，Ｈとの 2 回の法論と，

平成３年９月に行なった法論との合計３回だけである。これは連日のように法論を

行なっていた一般の妙観講員に比べて，積極的な活動などとはとうてい言えないこ

とである。 

 Ｗは，平成３年５月１日より活動停止処分となった後は，ほとんどまったく妙観

講の活動に参加していない。 

 平成３年１０月１３日に妙観講の新本部が落成し，暁鐘編集室も残務処理に一名

を小金井の旧本部に残して，全て移転しているが（大草陳述・甲１４２・４８頁），

暁鐘編集室の編集スタッフや警備のメンバーの上申書(乙ホ１７３の１～２２)に

も記載されている通り，新本部で彼らがＷを見たのは，１０月１３日の新本部落成

式と，桑原と新本部に来た１１月の２回だけなのである（桑原陳述書，甲１４１） 

 

７ Ｗが大草に敵愾心を抱いていたのは平成３年からである 

 原判決は，「被告Ｗの供述（９）被告Ｗの供述の特徴，信用性」において， 

「被告Ｗが，原告大草に対し，平成８年ごろ以降，自分一人に罪をなすりつけてい

るとして，敵対心を抱いていたことは，被告Ｗ自身の供述によっても明らかである」

（１０１頁） 

などと認定しているが， 敵愾心を抱いたのは，平成８年ではなく，平成３年から

である。 

 Ｗ自身，梅澤訴訟において，以下のとおりそのことを認めている。 

「平成３年２月１日，被告大草が直に被告Ｗに面談し当時種々の役職（お世話係り）

を兼任していた被告Ｗに『言いたくはないが，お前ばかり活躍しちゃーうまくない

んじゃーないの，，，』などとあからさまに，言い放ち役職を下りるように強要し

た。 

 ２月７日，多くの講員が驚くなかで，被告大草は組織を再編し，同時に被告Ｗに

発言を封じる一方で，被告大草の意を受けた幹部達により被告Ｗに対する非難が約
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1 年かけて徹底的に行なわれる。 

 その結果平成３年１１月末をもって勤務先の編集室の離職を願い出た。 

 被告大草の意向を受けていた編集室の幹部は，即座に被告Ｗの離職を承諾した。」

（甲１６９・６～７頁）。 

「同年２月１日の幹部会終了後，私は妙観講の役職を一切，解任となりました。理

由は，『信仰の不純』『二重構造』ということでした。私が面従腹背をして被告大

草氏の言うことを聞かず，腹の中にあることをしゃべらないというのです。」（甲

１４２・１５０頁）。 

 以上のように，平成３年２月以降，「被告大草の意を受けた幹部達により被告Ｗ

に対する非難が約 1 年かけて徹底的に行なわれ」たと，Ｗ自身が述べているのであ

る。 

 これはＷが自ら犯した女性問題等を全て棚上げした逆恨みも甚だしいものであ

るが，Ｗはこのようななかで，大草に対し異常な敵愾心を抱くようになるのである。 

 

８ 原審裁判所の極めて偏った姿勢 

 原判決は，Ｗが「平成４年２月，原告妙観講における役職を離れ」（５頁）など

と認定しているが，実際にＷが妙観講の役職を解任されたのは，平成３年２月であ

り，これは上記のようにＷ自身も認める事実である。 

 また原判決は「平成８年ごろ以降，自分一人に罪をなすりつけているとして，敵

対心を抱いていたこと」と認定しているが，これも上述したようにＷは，大草に対

し，実際には平成３年頃から異常な敵愾心を抱いていたのである。 

 このような原判決の認定に共通しているのは，Ｗが一連の盗聴事件を起こした時

期（平成３年５月から同年年末まで）に，同人が妙観講の現役幹部でなければ極め

て不都合であると原審裁判所が考えたからに他ならない。つまり，原審裁判所も，

平成３年２月に戒告処分を受け，さらに同年４月には活動停止処分を受け，その頃

から大草に異常な敵愾心を抱いているＷに対し，大草が盗聴の指示をしたとは，あ

まりにも荒唐無稽で認定できなかったのである。そこで証拠を意図的に曲解し，し

かも「事実認定」としてではなく，当事者や証拠についての「説明」を装って，「平
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成４年２月，原告妙観講における役職を離れ」などと判決文中に記載したのであり，

このことは原審裁判所の極めて偏った姿勢を端的に示すものである。 

 そもそもＷ自身が平成３年「２月１日の幹部会終了後，私は妙観講の役職を一切，

解任となりました。理由は，『信仰の不純』『二重構造』ということでした。私が

面従腹背をして被告大草氏の言うことを聞かず，腹の中にあることをしゃべらない

というのです。」（甲１４２・１５０頁）と自ら認めているのである。 

 常識的に考えても，大草が「面従腹背」だと非難したＷに対し盗聴の依頼をする

などとはおよそ考えられないことであり，にもかかわらず大草がＷに盗聴を指示し

たと認定する原判決は，荒唐無稽であって甚だしい事実誤認を犯すものである。 

 

第３ Ｈの「妙観」（乙ハ３８，乙ニ５１）に関する供述について 

 

１ 原判決は， 

「被告Ｗを除く被告側関係者の供述とその信用性 （２）被告Ｈの説明」において， 

「平成元年６月，平成４年１１月に，妙観講が電柱の上のブラックボックスを違法

に開けたことがあることは，「妙観」（乙二第５１号証，乙ハ第３８号証）にも出

ている。ここに出てくる専門家というのは，帝国リサーチのＴのことであり，平成

４年１１月（平成４年１１月１５日付妙観〔乙ハ第３８号証〕には，平成４年１１

月１２日に妙観講幹部自宅前電柱から盗聴器が発見された旨の記載がある。）には，

既に被告Ｗは，原告妙観講を除名されているから，ブラックボックスを違法に開け

た上記行為は，原告妙観講自身がしたことは明らかである。」（８０頁）と述べ，

その上で， 

「「妙観」（乙ハ第３８号証）に記事が掲載されている妙観講幹部自宅前の電柱の

ブラックボックスを開けて盗聴の調査をしたとの件は，当該幹部が依頼して調査し

たものであり，原告大草は関知していない，調査会社がどこであるかも知らない旨

述べる。しかし，当該調査は，帝国リサーチが行ったものと認められるところであ

り，原告大草が全く関知しないとの上記供述は採用することができない。」（１１

２頁） 
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と判示している。 

 しかし，この「Ｈの説明」にも原判決の認定にも大きな誤りが存在する。 

２ まずＴは，陳述書（甲１２０）において，平成３年１０月末をもって新宿区に

所在していた帝国リサーチを解雇となり，住居も同年１０月２０日，帝国リサーチ

を解雇されたと同時に，それまで住んでいた中野区から世田谷区代田に引っ越した

（甲１２０・５頁）。そして平成４年５月中旬，サントリー系のＩ社という会社に

面接に行き，合格。同年６月上旬から同社の研修に参加し，同年８月１９日には正

式に同社と販売委託契約を締結した（同・２頁）と陳述している。 

 このＴの陳述を裏付ける客観的証拠として，戸籍の附票（甲１２０・１２頁）と，

I 社の証明書（甲１２０・１１頁）が存在している。 

 しかるに「Ｈの説明」によれば，平成４年１１月当時も「帝国リサーチのＴ」だ

ったことになり，明らかに客観的証拠に反しているのである。 

３ また原判決は，「帝国リサーチ関係者の供述とその信用性 ③Ｔの供述の評価」

において，「平成３年１０月（中略），このとき自分も辞めているとの供述は，何

ら客観的裏付けがない」（６１頁）などという認定もしている。 

 要するに，Ｔは平成３年１０月どころか平成４年１１月に至るも帝国リサーチに

在籍して妙観講からの依頼で違法行為を行なっていた，と言いたいようであるが，

これは客観的証拠（甲１２０）を何ら確認しないまま，予断と偏見に基づき判決文

を書いたからに他ならない。 

４ なお「妙観」（乙ハ３８）には，わずか四行の記事で「去る十一月十二日には，

妙観講幹部の自宅前電柱から，電話を傍受するための盗聴器が発見された」とあり，

あとは２枚の写真のキャプションに「取り付けられていた発信器」，「盗聴器が仕

掛けられていたブラック・ボックス」と掲載されているだけである。 

 いったいこの記事のどこをもって，「ブラックボックスを違法に開けた上記行為

は，原告妙観講自身がしたことは明らかである」（原判決・８０頁）とか，「当該

調査は，帝国リサーチが行ったものと認められるところであり」（同・１１２頁）

などと認定することが出来るのであろうか。何の根拠も証拠もなく，想像で書いた

判決文としか言うことができない。 



 30 

 このような偏向した判決は，直ちに取り消されなければならない。 

 

第４ 控訴人大草とＦが知り合った時期について 

 

１ 原判決は，「５ 帝国リサーチ関係者の供述とその信用性 （１）Ｆの供述」

において，Ｆ（以下，Ｆという）が，「原告大草との面識は，平成２年９月ころ，

妙観講の電話が盗聴されているかどうかを調査した際が初めてである。それ以前に

会ったことがあるかどうかは覚えていない。」（５６頁）と述べたように判示して

いる。 

 しかしこれはＦの証言と明確に反しているのであり，明らかに証拠の評価を誤る

ものである。 

２ すなわち原判決は，Ｆが，大草とは，平成２年９月以前には会ったことがない

（Ｆ本人尋問・甲１５３・８４頁）と明言しているにもかかわらず，「それ以前に

会ったことがあるかどうかは覚えていない」と判示しているのであり，証拠の評価

を誤っていることは明らかである。Ｆは，「会ったことがあるかどうか覚えていな

い」のではなく，「会ったことはない」と明確に否定しているのである。 

「あなたが大草さんと最初にあったのはいつごろか，今記憶ありますか。 

    ええ，いろんな今回の資料で記憶を喚起していいますが，自分としては全

くきちっとした記憶はないんですけども，確か妙観講という所の盗聴検査

に行ったのが最初だったかなと思います。 

 それは平成 2 年ですか。 

    ええ。 

 それ以前に会われた記憶はないですか。 

    ありません。それが最初だったと思います。」（甲１５３・８４頁） 

 このように，それが最初だったと述べており，「それ以前に会ったことがあるか

どうかは覚えていない。」などという記載は，どこにもない。それをあえて曖昧な

表記にし，Ｆと控訴人大草との出会いを，平成２年より前にしようという作為的な

意図（平成２年以前より大草がＦと面識があり，大草の指示のもと盗聴の依頼が行
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われていたと話を作り上げたいがための作為的な意図）が窺える判決なのである。 

３ Ｆが大草と会った日についての客観的な証拠としては，平成２年９月２７日に

撮影された両名が写っている写真（乙ホ５０）が，梅澤訴訟で証拠として提出され

ている。 

 また，大草とＦとの最初の出会いの際に，大草がＦからもらった名刺（乙ホ３９）

には，会社の秘書の手で「２．９．２７」と押印されており，これも梅澤訴訟で提

出されている。 

 なお，Ｆの名刺（乙ホ３９）中，帝国リサーチの住所は「新宿区新宿２丁目１０

番７号」となっているが，帝国リサーチが従前の住所である神奈川県相模原市上鶴

２５８０番地の１から上記住所に移転したのは平成２年３月１０日のことである

から（甲７８の２），大草がＦから名刺を受け取ったのは，これ以降であることが

明らかである。 

 従って，これ以前に大草がＦと面識があったと述べるＷの陳述ないし供述は，す

べて悪質な虚偽である。 

４ 創価学会は，帝国データバンク作成の調査報告書（平成２年２月２３日付・乙

ホ５３，平成２年３月９日付・乙ホ５４）を，大草が帝国リサーチに依頼し，帝国

リサーチが帝国データバンクに調査させた報告書であると主張し（創価学会，準備

書面（１１），５７頁），その日付から，平成２年９月以前に帝国リサーチと関係

があった証拠と主張する。 

 しかし，大草が，帝国データバンク作成の調査報告書（乙ホ５３，乙ホ５４）の

日付けである平成２年２月，３月の時点で既に帝国リサーチと接点があったのなら

ば，直接帝国リサーチに調査を依頼すれば足りるのであって，わざわざ帝国データ

バンクに調査を依頼する理由は全くない。従って，帝国データバンクの報告書（乙

ホ５３，５４）の存在自体が，この当時，大草には帝国リサーチと接点のない証拠

といえるのである。 

 そもそも帝国リサーチが帝国データバンクに依頼して報告書を取ったなどとい

う創価学会の主張は，帝国リサーチが，調査会社としての自社の調査能力のなさを

宣伝するような話で，全く荒唐無稽な，あり得ない話である。 
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 また創価学会は，「原告大草が帝国リサーチに依頼し，帝国リサーチが帝国デー

タバンクに調査させた報告書である」（創価学会，準備書面（１１），５７頁）と

の主張の裏付けとして，乙ニ３３（ＨＭに関する調査報告書）なる書証を提出して

いるが，失当である。 

 この乙ニ３３には，ワープロ打ちでＨＭの氏名等が羅列されたＡ４サイズの表紙

がついており，２頁以降は，報恩社が提出している乙ホ５３（平成２年２月２３日

付・帝国データバンクの調査報告書），乙ホ５４（平成２年３月９日付・同）と，

まったく同じである。 

 そして，この乙ニ３３に関する創価学会の証拠説明書には，「『ＨＭ』から始ま

る調査報告書写し」，作成日は「平成２年３月９日」，作成者は「帝国リサーチ，

但し，添付の調査報告書は帝国データバンク作成」とあり，立証趣旨は，「帝国リ

サーチが，大草一男が経営する会社のコンサルタントをしていたＨＭに関する調査

を行っていた事実」としている。つまり，帝国リサーチが，1 頁目の表紙だけ自社

で作成し，そこに帝国データバンクの報告書を添付し，大草に提出したというので

ある。 

 しかし，この乙ニ３３の表紙は，ただのワープロ打ちで，「氏名 ＨＭ」の下に，

同氏の生年月日，出身地などが間隔を置いて入力されたもので，前述した帝国リサ

ーチの書式とはまったく異なっており，誰が作成したものか不明の文書である。 

 創価学会は，この乙ニ３３こそが，平成２年２月の段階で，大草が帝国リサーチ

に依頼し，帝国リサーチが帝国データバンクに調査させた証拠であり，その時点で

大草とＦとの接点があった証拠としている。 

 しかし，乙ニ３３の「ＨＭ」から始まる表紙は，梅澤訴訟において，まったく提

出されていない。 

 まず梅澤訴訟でＷが提出したものは，本件訴訟で報恩社が提出した乙ホ５３（平

成２年２月２３日付・帝国データバンクの調査報告書），乙ホ５４（平成２年３月

９日付・同）と，まったく同じであり，それには乙ニ３３の表紙は添付されていな

い。 

 それが突如として，本件訴訟で創価学会が提出した乙ニ３３には，「ＨＭ」から
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始まる文書が表紙に添付され，証拠説明書には，作成者は「帝国リサーチ，但し，

添付の調査報告書は帝国データバンク作成」と，驚くべき説明が加えられているの

である。いったいいかなる経緯で乙ニ３３が作成されたのか甚だしく疑問である。

後述するように証拠の捏造の疑いさえ残ると言わざるを得ないのである。 

 この日付の異なる 2 通の調査報告書（乙ホ５３，５４）について，大草が梅澤訴

訟の尋問後に提出した陳述書（甲１７１）によれば， 

「『平成２年２月２３日』付の報告書（乙ハ第６４号証）が，当方からの最初の調

査依頼に対する（帝国データバンクの）回答で，『平成２年３月９日』付の報告書

（乙ハ第６５号証）が，『どこを調べても，該当する法人登記は見当たらなかった。

これ以上，確認のしようがない』と（帝国データバンクが）いって出してきた追加

報告」（３頁）なのである。 

 つまり，帝国データバンクの 2 回目の報告書（梅澤訴訟では乙ハ６５，本件では

乙ホ５４）は，帝国データバンクがＨＭの件について，見つからないからお手上げ

といって出してきた報告書なのある。 

 そして，それゆえ大草は，「調査機関ではお手上げになってしまったため，（中

略）ＨＭ氏と係争になったことを，暁鐘編集室に勤務している中で知った被告Ｗが，

私に調査会社（これが帝国リサーチでした）を紹介し，被告Ｗを介してＨＭ氏の会

社の調査を依頼」（同・2 頁）することになったのである。 

 その結果，大草は，帝国リサーチから（株）コンサル・ジャパンなる法人は存在

していないことを口頭で報告を受け，それ以上，調査らしい調査もなく終わった

（同・2 頁）のであった。 

 したがって，帝国リサーチからの報告は口頭のみであり，創価学会が言うような

「ＨＭ」から始まる文書，作成者は「帝国リサーチ」（創価学会・証拠説明書）な

どという書面が存在するはずがない（ご丁寧に「ＨＭ」から始まる文書の左側には，

ホチキスで留めたような後までコピーされ，あたかも二通の報告書の表紙のように

装丁されている）。 

 このように創価学会は，証拠の捏造の疑いのある，存在するはずのない文書を提

出してまでも，大草とＦとの接点を無理矢理作り上げようとしているのである。 
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第５ Ｈ宅盗聴テープ反訳書の問題点について 

 

１ 原判決は，Ｈ宅盗聴盗聴テープ反訳書について，「原告らは，被告らが共謀し

ていたと解すべき根拠として，被告Ｈ宅の盗聴テープ反訳書に出てくる「モリヤ」

が同被告宅の「大家」であることは，被告Ｈ又は同被告と親しい創価学会員でなけ

れば分からないことであると主張し，したがって，テープの反訳書の作成者が被告

Ｈ又は創価学会関係者であると主張するが，そのような断定をすることはできない

というべきである。」と判示する（１１３頁）。 

 しかしＨ訴訟の一審判決が判示するように，反訳書の作成に当たっては創価学会

の内部事情のみならずＨらの事情にも通じている者が関与していることは明らか

であり，このことは被控訴人らが共謀していたことを強く推認させる事情であっ

て，この点を看過した原判決は明らかに事実を誤認するものである。 

  

２ 原判決はＨ宅盗聴テープとそれ以外の盗聴テープを混同している 

（１）まず原判決は，「前記認定のとおり，帝国リサーチによって行われた盗聴の

期間，日数は，相当長期間にわたるのであって，盗聴の方法が機械装置を取り付け

て自動的に録音する方法と解されること，盗聴期間がかなり長いことからすると，

盗聴した会話が録音されたテープの本数は，特定して認定することはできないもの

の，非常に多数にのぼったことが明らかであり，このように非常に数の多い盗聴テ

ープは，被告Ｗの供述によれば，暁鐘編集室に積み重ねて保管されている状況だっ

たというのである。そして，被告Ｗは，盗聴テープの反訳は，盗聴の実行を担当し

ていた帝国リサーチが主として行っていたが，会話の中に宗教用語が出てきたりす

ると，帝国リサーチでは反訳し得ないこともあったため，帝国リサーチから聞かれ

たり，帝国リサーチから頼まれて被告Ｗが反訳したりしたこともあると供述してい

るのであり，業として電話による会話の録音を請け負った調査会社が，長期間にわ

たる多数の盗聴を行っている以上，全ての会話を直接依頼者に聞かせればよいとし

て反訳もせずに次々とテープを渡していくというようなことをするとは考えにく



 35 

く，被告Ｗの上記供述は基本的に採用し得るというべきである。」（１１３～１１

４頁）と認定している。 

 しかしこれはＨ宅盗聴とそれ以外の盗聴を区別することなく混同しており，前提

自体を誤ったうえで，更に不自然きわまりないＷの供述の変遷を無視し，Ｗの供述

を「基本的に採用し得る」としたものであって，甚だしい事実誤認である。 

（２）まず原判決は，「帝国リサーチによって行われた盗聴の期間，日数は，相当

長期間にわたる」（１１３頁）としているが，問題となっているのは全ての盗聴（原

判決によれば，①Ｈ宅盗聴平成３年５月１０日ころから１７日ころまで・原判決４

６頁。②宣徳寺盗聴平成３年１１月２日ころから同月２１日ころまで・３８頁。③

梅澤宅盗聴平成３年１１月７日ころから同年１２月３０日ころまで・４１頁）につ

いてではなく，Ｈ宅盗聴テープの反訳書についてだけなのである。 

 Ｗが梅澤訴訟で提出した陳述書によれば，Ｈ宅の盗聴期間は，平成３年５月１０

日から１７日までの８日間と陳述している（甲１４２・１６４頁）。また，Ｈが提

出したＨ宅盗聴費用の請求書（乙ハ５）にも同期間であることが明記され，原判決

の「相当長期間にわた」っているという曖昧な主張は，Ｗ，Ｈともに，全く主張し

ていない。 

 Ｗ及びＨともに，争いなく「８日間」と認めている具体的な日数を，あえて曖昧

な表現を用いて認定した原判決の意図するところは，曖昧に長期間にわたるとして

おけば，盗聴テープの本数は甚だ多いはずで，Ｗが一人で反訳できるはずがなく，

帝国リサーチが主として反訳したのをＷがサポートしたとの，Ｗの主張を用いるた

めであることは明白である。  

 しかしながら，Ｈ宅の盗聴期間は，上記のように「８日間」という限定された期

間であり，それは「相当長期間」とは言えない。 

（３）また，原判決は「盗聴した会話が録音されたテープの本数は，特定して認定

することはできないものの，非常に多数にのぼったことが明らか」（１１３頁）な

どと認定している。 

 しかし，これは証拠に基づかない勝手な思いこみに過ぎない。 

 まず，前述のごとく，Ｈ宅を盗聴した期間は，「相当長期間」ではなく，８日間
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である。 

 また具体的に盗聴テープの反訳書を検証してみると，反訳書の中には，同じテー

プに前日の分と，当日分（テープの反訳書の表紙に記入された日）とが，連続で録

音されていることがわかる。これはＨ宅の電話が使用された場合のみ，自動的にテ

ープが回って録音できる装置を使用して盗聴しているからであり，消費したテープ

本数は「非常に多数にのぼった」（同）わけではなく，限られた本数であることが

明らかである。 

 例えば平成３年５月１２日付，テープ反訳書（甲９９の１）の１３頁に，Ｈの父

親とＨの妻との会話があるが，その中で妻は，「明日が母の日なんで」と話してい

る。平成３年の母の日は，５月１２日なので，甲９９の１の表紙には「平成３年５

月１２日付」とあるが，実際に会話している日付は５月１１日ということになる。 

 その後，ＷがＨ宅に電話し，Ｈの帰宅時間を妻に尋ねると，妻は「夜中になると

思う」（１４頁）と答えている。 

 さらに，その後，今度はＨが妻に電話して，「これから出ますから，１時半です

よね，やっぱり」（２３頁）と話していることから，時間は午前１時半になったこ

とがわかる。 

 続いて，被控訴人Ｈが父親に電話し，「おはよう，おはよう」（２４頁）と，父

に言っていることから，日付は翌日の１２日の朝になったことがわかるのである。 

 このように，「平成３年５月１２日付，テープ反訳書（甲９９の１）」としなが

らも，５月１１日から間を空けることなく連続して録音されており，原判決が認定

したように，「非常に多数」（１１３頁）の盗聴テープが存在したわけではなく，

この点でも，原判決は検証もせずに，単なる思い込みで認定しており，誤りである。 

（４）このように原判決は，問題となっている反訳書がＨ宅盗聴テープの反訳書に

ついてであり，平成３年５月１０日から１７日までの８日間について，限られた本

数のテープの反訳を誰がどのように行ったかを証拠上認定すべきであるのに，Ｈ宅

盗聴が「相当長期間」にわたったのであり，テープの本数も「非常に多数にのぼっ

た」ことを前提に事実認定しているのであって，その前提自体が誤っていることは

明らかである。 
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３ 原判決はＷの供述の変遷を不当に無視している 

（１）原判決は，「被告Ｗは，盗聴テープの反訳は，盗聴の実行を担当していた帝

国リサーチが主として行っていたが，会話の中に宗教用語が出てきたりすると，帝

国リサーチでは反訳し得ないこともあったため，帝国リサーチから聞かれたり，帝

国リサーチから頼まれて被告Ｗが反訳したりしたこともあると供述している」，「被

告Ｗの供述中には，被告Ｗが盗聴テープを持ち帰るなどして反訳書を作成したもの

があると述べる部分もあるが，同供述を全体としてみると，被告Ｗが全ての盗聴テ

ープについて，テープだけを反訳なしに受け取って，自ら反訳していたという趣旨

で供述しているのではないことは明らかである。」（１１４頁）と認定している。 

 しかし，これはＷの供述の変遷を不当に無視した明らかな事実誤認である。 

（２）そもそも，Ｗは，梅澤訴訟の尋問において，Ｈ宅盗聴テープの反訳は，Ｗ自

身が帝国リサーチの社内か，あるいは自分のアパートにテープを持ち帰ったり，も

しくは小金井の妙観講本部で行ない，テープの原本もＷが持っていたと供述してい

た。 

 

「本件になってＨさんという方の盗聴のテープが出てきましたですね。 

   はい。（中略） 

 それは，テープをそのままもらって来て，あなたが反訳するんですか。 

   はい。 

 それはどこでするんですか。 

   帝国リサーチの社内ですることもございましたし，あるいは自分のアパート

に持って帰ってすることもちょっとありましたが，大体小金井の事務所でだ

れもいないときにやっておりました。」（梅澤訴訟 Ｗ本人尋問，甲１３５・

４７～４８頁） 

「原本はあなたがずっと持っていたんですか。 

   特にＨの場合だけは持っていました」（同・５０頁） 
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 このようにＷは，当初，Ｈ宅の盗聴テープは，Ｗ自身が反訳し，その原本も自分

で保持していたことを認めていたのである。 

Ｈ訴訟の平成１３年１２月４日の尋問でも，Ｗ自身が反訳を行なったと，同様の

証言をしている（甲１３８・２０頁）。 

それが，３ヶ月後の平成１４年３月５日の尋問になるとＷは，Ｈ宅盗聴テープの

反訳に関しては，帝国リサーチが行ない，Ｗは横でサポートした。そして前日に盗

聴した分を，翌日に，ほぼ毎日聞きに行き，帝国リサーチの社内で反訳を見て持ち

帰り，特に重要と思われる箇所を大草に示して見せ，テープを一緒に聞くこともあ

った。反訳書は少し遅れることもあったが，何日も遅れることはなかった（Ｈ訴訟 

平成１４年３月５日，甲１３９・１５～１６頁）と供述したのであった。 

ここでＷは，反訳は帝国リサーチが行ない，自分は横でサポートしていた（同・

１５頁）と，供述を変遷させている。また，反訳書を大草に見せた時期は，盗聴期

間の平成３年５月１０日から１７日まで８日間に，ほぼ毎日聞きに行き，大草に反

訳書を見せて報告したと供述し，しかも遅れたとしても何日も遅れなかったという

のだから，１７日より多少，過ぎたあたりまでに大草に見せ終わったことになる。 

 さらに，これに続く尋問でＷは，弁護士から反訳書を見せられ，これが平成３年

５月に大草に見せた反訳書そのものである，と供述したのである（同・１７頁）。 

 しかし，その後，反対尋問がすすむにつれ，Ｗは，反訳書中に登場する人物名等

に関する尋問にまったく答えられず，ついには，誰が反訳したかわからない（同・

５５頁）と認めるに至った。これにより，Ｈ訴訟の一審判決では，Ｗ以外に創価学

会やＨの家庭事情に詳しい人間が反訳に関与していたことを認定したのである。 

 多少長文になるが，Ｗの証言がいかに破綻しており信用できないかを明らかにす

るため引用する。 

当初，ＷはＨ宅盗聴テープの反訳書に関して，自分で反訳したと供述していたが

（甲１３５，４７～４８頁）， 

 

「Ｈさんの盗聴テープについての反訳も，あなたがなさったわけですね。 

   これは帝国リサーチで，一応，やっています。私がそれを横でサポートしな
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がら，やったような記憶もあります。」（Ｈ訴訟 １４年３月５日付，Ｗ尋

問調書・甲１３９，１５頁） 

 

 反訳したのは，帝国リサーチであったと証言を変遷させた。 

 しかし，反訳書については， 

  

「（大草代理人大島弁護士）大草さんに反訳書を見せたという，その反訳書という

のは，この甲１０号証なら，１０号証そのものずばりなんですね。 

   そうだったと思います。」（同・１７頁） 

 

 このように反訳書そのものは，尋問で見せられた反訳書が，平成３年５月に大草

に見せて報告をした，そのものであると認めている。Ｗは，甲１０号証を示された

うえ，これを見ながら，１枚目については見たことがないが，２枚目以降は自分で

はワープロが打てないので帝国リサーチの印字である旨，１枚目と２枚目以下とを

ことさら区別して，明確に解説しているのである（同・１７頁）。 

 従って，Ｗが何ら誤解するような余地のない尋問であり，回答だったのである。 

 しかし，その後，尋問が進むに連れて， 

 

「（大草代理人大島弁護士）この甲第１０号証の１０頁の『富美雄』という字は，

『ふみお』と読むんですか。 

   僕はそう読んでましたけど，「とみお」さんか「ふみお」さんか，ちょっと

分かりません。」（同・３０頁） 

 

Ｗは帝国リサーチが反訳するのを横でサポートしたなどと供述しながら，読み方

も答えられなかったのである。そして尋問も大詰めになり，なぜテープ中に「第一

庶務のナカノ」と出てくる人名を「中野富美雄」と書けたのか，追及されると， 

 

「（日蓮正宗代理人大室弁護士）甲第１０号証を示す 
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この１０頁の９番目のＨさんと中野富美雄さんの電話ですが，あなたはその 5 月１

０日当時は，中野富美雄さんという人はご存じないんですよね。 

   知りません。 

第一庶務の中野さんというのも，中野富美雄さんであることが分かったのは妙観講

を除名された後ですか。 

   妙観講を出た後に確信しました。 

帝国リサーチも，中野富美雄さんのことなんか知らないと言っていましたよね。 

   はい。 

じゃあ，だれがそれを話したんですか。 

   この反訳はちょっと分からないですね。 

分からないことはないでしょう。あなたの弁護士が法廷に出した証拠のコピーです

よ。その録音文の中に，中野富美雄なんて一言も出てないですよ。 

   そうです。 

どうしてそこに中野富美雄と書いてあるんですか。 

   それを起こした人が書いたんではないですかね。 

じゃあ，だれがおこしたんですか。帝国リサーチのあなたの知らない人でしょう。

あなたの証言どこかにうそがある。本当のことを言ってください。 

   いや，本当のことを言ってるんですけども，ちょっと…。 

じゃあ，どうしてそこに中野富美雄と出るんですか。 

   分からないです。 

説明不能ですか。 

   はい。 

あなたは東哲の栗原さんという人は知っていますか。 

   知りません。 

東哲というのは何だか分かりますか。 

   多分，東洋何とか，創価学会の何か組織のあれだと思いますけど。 

栗原さんという人は知っていますか。 

   知りません。 
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男性か女性か分かりますか。 

   分かりません。 

フルネームを知ってますか。 

   分かりません。 

乙ロ第８４号証を示す 

これは５月１７日の録音テープのようなんですが，これもあなたが手伝って帝国リ

サーチが反訳したものでしょうかね。 

   ちょっと分かりません。（中略） 

電話を聞く限りでは，東哲の栗原ですと女性が名乗ってますね。 

   そうですね。 

それが，どうして東哲の栗原淑江さんだと分かるんですか。 

   僕は，これは分からないです。 

だって，あなたの弁護士が，別件の梅澤さんとの事件で，あなたが平成 3 年 5 月ご

ろ反訳したと言って出した書類です。 

   ちょっと分からないです。申し訳ないです。（中略） 

小泊さんという人を知ってますか。 

   知りません。 

どういう字を書くか知ってますか。 

   知りません。 

創価学会の人なんだけど，この反訳書の中には，ちゃんと漢字で書いてあるのです

が，どうして書けるんですか。 

   私には分かりません。 

小川頼信さんという人は知ってますか。 

   知りません。 

これは，甲第１３号証の中の１４頁，中野さんとＨさんとの電話の中で出てくる名

前なんだけども。小川頼信さんという創価学会関係者とおぼしき人が出てくる。漢

字で書いてあるんです。だれが教えたんですか。 

   分かりません。 
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正直言って，この反訳はだれがやったんですか。 

   分かりません。 

（裁判長）今のは甲第１３号証ですよ。今日出したんじゃなく，既に出ている甲第

１３号証の反訳はだれがしたのか…。 

   ちょっと，今，思い出せないです。 

日蓮正宗代理人大室弁護士 

正直に言ってください。 

   正直に言ってます。 

モリヤさんという人は知っていますか。 

   知りません。 

甲第１２号証を示す 

この８番目の電話で「モリヤ（大家）」と書いてあるんです。モリヤさんや，Ｈさ

んと大家さんのことをだれが知っているんですか。 

   ちょっとそれを聞かれても分からないですね。 

電話で見る限り，そんなことは分からないですね。 

   はい。 

この反訳をしたのは，創価学会内部に詳しい人としか思えないんです。あなたは創

価学会関係者に，このテープを渡していたのではないですか。 

   僕が，Ｈの件で梅澤裁判で自供するまでは，渡してませんけど。 

弁護士さんが，梅澤事件の弁護士として，あなたの代理人を勤めた先生は，この反

訳書を，あなたが平成 3 年 5 月ごろに反訳して作った文書なんだと言って提出して

いるんですよ。まさか弁護士さんがうそをつくとは思えないので，あなたの証言が

どうしても信用できないんです。 

   うそをついているつもりはないですが，ちょっと分かりません」（同・４８

～５２頁） 

「乙ロ第６６号証４２頁を示す 

この『（１５）Ｗ→Ｈ妻』と書いてありますが，これはあなたがＨさんの奥さんと

話したときのテープを反訳したものですね。 
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   はい。 

これは，あなたが反訳にかかわったものですか。 

   分かりません。かかわったかどうかは分かりませんが，テープは聞きました。 

あなたの方から提出されたものなんですが，どのように作成されたか，あなたは分

からないんですか。 

   ちょっと分からないですね。 

そこに『男（Ｗ）』と書いてありますが，自分の電話を自分で反訳するのに，何で

『男（Ｗ）』なんて書いたりするんですか。あなたはそれにかかわっていないから，

そういう書き方になるんじゃないですか。 

   そうですね。 

だれがやったんですか。 

   それは分からないです」（同，５５頁） 

 Ｗは，自分が反訳をした，あるいは反訳をサポートしたといいながら，反訳書中

に出てくる人名などの質問には，まったく答えられなかったのである。 

 このように反訳書の作成に当たっては創価学会の内部事情のみならずＨ宅の事

情にも通じている者の関与が窺われるのである。 

 

（３）その尋問終了後，Ｗは，自身で作成したと主張していた反訳書を，誰がやっ

たかわからないなどと証言した不自然さを取り繕うため，Ｈ宅盗聴テープの反訳書

は，Ｈ訴訟で提出した証拠説明書記載の平成３年５月ごろではなく，平成１１年１

０月頃，友人に手伝ってもらってワープロ打ちし，名前の表記については，学会を

脱会した法華講員に相談して正確な漢字を調べて反訳書を作成した（Ｗ陳述書，甲

１１６・２頁）などと陳述したのであった。 

 

 Ｗの荒唐無稽な弁解も引用しておく。 

「本件盗聴テープについては，私は，本件盗聴を行った平成 3 年 5 月当時，テープ

の一部を自分の手書きで反訳しました。この時は，テープを誰にも渡しておりませ

ん。 
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 別件の梅澤氏との裁判と本件訴訟には，ワープロで作成した反訳書を提出してい

ますが（いずれの訴訟にも同じ反訳書を提出しています。甲１０乃至１３）。この

ワープロで作成した反訳書は，本件盗聴を行った後の平成１１年１０月ころに作成

したものです。 

 私は，裁判で，大室弁護士から，ワープロで作成した反訳書について，「あなた

の弁護士が，別件の梅澤さんとの事件で，あなたが平成 3 年 5 月ごろ反訳したと言

って出した書類です」と質問され，テープの反訳日が平成 3 年 5 月になっていると

は私自身思ってもいませんでしたので，大変驚きました。 

 その後の大室弁護士の質問は，平成 3 年 5 月に作成した反訳書であるにもかかわ

らず，創価学会員の名前が正確に漢字で反訳されているのは何故か，というもので

した。しかし，私は，陳述書（甲３）でも述べているように，もともとワープロが

打てませんので，平成３年５月にワープロで反訳書を作成した記憶などないのです

が，大室弁護士から，平成３年５月に反訳書を作成したことを前提に質問されて頭

が混乱してしまい，「よく分かりません」と証言したのです。 

 後で私の代理人であった宮本弁護士に確認してみますと，別件の梅澤裁判で提出

した平成１１年１０月１５日付証拠説明書では，ワープロで作成した反訳書につい

て，たしかに「作成年月日」が「平成３年５月頃」となっていますが，これは私の

宮本弁護士への説明が不十分であったことから，「録音日」を「作成年月日」と誤

記したものであることがわかりました。 

 ワープロの反訳書は，裁判所に提出するために平成１１年１０月ころに友人に手

伝ってもらって友人がワープロを打って作成したものです。その際には，会話に出

てくる名前の漢字が分からない人については，学会を脱会した法華講員に相談して

正確な漢字を調べてもらい，その情報に基づいて出来るだけ正確な反訳書を作成

し，裁判所に提出しました。」（Ｗ陳述書・２頁，甲１１２・２頁） 

などと陳述したのである。 

 

 しかし，大室弁護士が「あなたの弁護士が，別件の梅澤との事件で，あなたが平

成３年５月ごろ反訳したと言って提出した書類です。」としてＷの証言を求めたの
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は，反対尋問の最後の部分（Ｗ本人尋問，甲１３９・５０頁）においてである。 

 大室弁護士のこの質問により頭が混乱したと言うのであるが，これより遙か前に

なされた，大島弁護士の尋問の際に，自らこれが電話盗聴当時に作成したものであ

ることを認める証言をしているのである。すなわち，同弁護士の「大草さんに反訳

書を見せたという，その反訳書というのは，この甲１０号証なら，１０号証そのも

のずばりなんですね。」との尋問に対し，Ｗは「そうだったと思います」と明確に

答えているのである。 

 しかもこの答えは，甲１０号証を示されたうえ，これを見ながら，１枚目につい

ては見たことがないが，２枚目以降は自分ではワープロが打てないので帝国リサー

チの印字である旨，１枚目と２枚目以下とをことさら区別して，明確に解説してい

るのである（同・１７頁）。 

 従って，Ｗは，「大室弁護士から，平成３年５月に反訳書を作成したことを前提

に質問されて頭が混乱」してＨ訴訟１４年３月５日付Ｗ尋問調書（甲１３９）のよ

うに証言したのではない。 

 Ｗは，Ｈ宅盗聴テープの反訳書作成に創価学会やＨの家庭事情に詳しい人間が反

訳に関与していたことが暴露されて動揺したのであり，そのことを取り繕うため，

突然それまで全く述べたことのなかった，「ワープロの反訳書は，裁判所に提出す

るために平成１１年１０月ころに友人に手伝ってもらって友人がワープロを打っ

て作成した」と荒唐無稽な弁明を述べたのである。 

 

（４）以上をふまえ，Ｈ訴訟の一審判決は， 

「（７）盗聴テープの反訳の不自然さについて 

 本件盗聴テープの作成過程について，Ｗは，別件訴訟において，Ｗ自身がテープ

から反訳した旨供述し（乙ロ７８の２の４８頁），さらに本件においても主尋問に

おいてＷ自身が反訳した旨供述したにもかかわらず（証人Ｗ①２０頁），その後反

対尋問において，被告帝国リサーチが主体として反訳を担当し，Ｗがこれをサポー

トしたに過ぎないとし（証人Ｗ②１５頁），更には自分が反訳したものかどうか分

からないとして（証人Ｗ③４７頁），その供述及び陳述を変遷させるに至っている。 
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 また，本件盗聴テープについては，陳述書において，聞き直すためにＷが自宅に

持ち帰り保管していた旨陳述し（甲２２の 9 頁），証人尋問において，反訳のため

に誰かに渡したということはない旨供述している（証人Ｗ②４８頁）。 

 しかるに，各反訳書の内容について見るに，以下の点を指摘できる。 

① 平成 3 年 5 月１０日の盗聴テープを反訳した甲第１０号証には「中野富美雄」

との記載があるが（１０頁），Ｗ自身「富美雄」を「トミオ」と読むのか「フミオ」

と読むのかも分からない旨，また，平成３年５月１０日当時，中野富美雄という人

物は知らない旨供述している（証人Ｗ②３１頁，４８頁） 

② 同月１５日の盗聴テープを反訳した甲第 12 号証には「モリヤ（大家）」との記

載があるが（５頁），Ｗ自身は「モリヤ」なる人物をそもそも知らないと供述して

いる（証人Ｗ②５１頁） 

③ 同月１６日の盗聴テープを反訳した甲第１３号証には「小泊」（２頁），「小

川頼宣」（１５頁）といった人名の漢字が記載されているところ，これらについて

もＷ自身は分からないし，誰から聞いたかも分からない旨供述している（証人Ｗ②

５０頁ないし５１頁） 

④ 同月１７日の盗聴テープを反訳した乙ロ第８４号証には「トウテツ」が「東哲」

（学会の東洋哲学研究所の事）と記述され，会話中に名字しか出てこない「クリハ

ラ」が「栗原淑江」なる女性である旨の注釈が付せられているところ（４頁），Ｗ

自身「クリハラ」なる人物のフルネームが何であるか，また男性か女性であるかす

ら知らない旨，「トウテツ」の正確な名称もいえない旨供述している（証人Ｗ②49

頁） 

 以上の点に照らせば，本件反訳書には，盗聴テープの内容からだけでは判明しな

い事項についてまで記載されていることに加え，上記①ないし④の内容から考える

に，本件反訳書の作成に当たっては創価学会の内部事情のみならず原告らの事情に

も通じている者の関与が窺われる。 

 以上によれば，本件反訳書が，被告帝国リサーチ及びＷ，又は日蓮正宗の関係者

のみによって作成されたかについては疑問があるといわざるを得ず，本件盗聴が日

蓮正宗による組織ぐるみの行為であるとする原告らの主張は採用できない。 
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 なお，原告らは，Ｗの尋問が終了した後に，新たに同人の陳述書（甲４９）を提

出するところ，同陳述書においてＷは，①甲第１０号証ないし第１３号証の反訳書

は平成１１年１０月ころに創価学会を脱会した法華講員に協力を得て，友人にワー

プロを打ってもらって作成したものであり，②本件盗聴後間もなくのうちにこれら

の反訳書を作った旨の供述をしたのは反対尋問により混乱したためである旨陳述

する。 

 しかしながら，Ｗは，本件における反対尋問においても，盗聴テープはほぼ毎日

帝国リサーチに聞きに行き，また反訳書については数日もかからないうちに作成さ

れたことを当初供述しており（証言Ｗ②１５頁ないし１７頁），その供述に混乱は

窺われないこと，また，前記認定のとおり，反訳書のなかには，『モリヤ』」につ

いて『大家』と注釈が付せられている部分があるところ，その真否はさておき，か

ような宗教問題とはおよそ関係のない事実まで協力者とする法華講員が承知して

いたとは考え難いことからすれば，甲第４９号証の陳述記載は信用できず，上記説

示を左右するものではない」（Ｈ訴訟 一審判決・甲２５・３１～３３頁） 

 

と認定しているのである。 

 このＨ訴訟の一審判決は，証拠を精査したうえで，Ｈ宅盗聴テープ反訳書の作成

には「創価学会の内部事情のみならず被控訴人Ｈらの事情にも通じている者が関

与している」と述べているのであり，極めて説得力のある判断である。 

 

（５）これに対し，原判決は，証拠を精査することもなく， 

「被告Ｗは，盗聴テープの反訳は，盗聴の実行を担当していた帝国リサーチが主と

して行っていたが，会話の中に宗教用語が出てきたりすると，帝国リサーチでは反

訳し得ないこともあったため，帝国リサーチから聞かれたり，帝国リサーチから頼

まれて被告Ｗが反訳したりしたこともあると供述しているのであり，業として電話

による会話の録音を請け負った調査会社が，長期間にわたる多数の盗聴を行ってい

る以上，全ての会話を直接依頼者に聞かせればよいとして反訳もせずに次々とテー

プを渡していくというようなことをするとは考えにくく，被告Ｗの上記供述は基本
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的に採用し得るというべきである。」（１１３～１１４頁）と認定している。 

 「長期間にわたる多数の盗聴を行っている」との前提自体誤っていることは前述

したとおりであるが，原判決は，Ｗの供述の極めて不自然な変遷について，証拠を

精査したうえでの検証を全く加えていないのである。 

 原判決は，Ｗが供述を二転，三転と変遷させたことにはまったく触れず，それど

ころかＷが，一貫して，反訳は帝国リサーチが行なったと主張していたかのごとく，

「盗聴テープの反訳は，盗聴の実行を担当していた帝国リサーチが主として行って

いた」（１１４頁）などと認定しており，証拠の評価を誤っていることは明らかで

ある。 

 

（６）また原判決は，Ｗの荒唐無稽な弁明について，「被告Ｗ側で弁明しているよ

うに，漫然と録音日を作成年月日と記載してしまうこともあり得ないこととはいえ

ず，特に，被告Ｗの供述や説明の前記のような曖昧さ，また，曖昧なことについて

も断定的，具体的に述べてしまう傾向からすると，被告Ｗ訴訟代理人の錯誤による

との弁明はあり得ることと考えられる」と判示しているが（１１５頁），これはＨ

訴訟平成１４年３月５日付Ｗ尋問調書（甲１３９）を実際には読んでいないからに

他ならない。 

 尋問調書をきちんと読んでいれば，Ｗの弁明を「あり得ることと考えられる」な

どと判示する訳はないのである。 

 Ｈ宅盗聴テープの反訳書に関するＷの供述等の変遷には，Ｗの，その場しのぎの

場当たり的供述が浮き彫りになっているが，それが顕著に出ているのが，平成１４

年３月５日に行なわれたＨ訴訟のＷの尋問である（甲１３９）。 

 その中で最も重要なことは，Ｗは，当初の，自身がＨ宅盗聴テープの反訳を行な

ったとの供述を，帝国リサーチが反訳をやり，自分は横でサポートしたと変遷させ

つつも（甲１３９・１５頁），反訳書については，尋問で見せられた反訳書が，平

成３年５月当時に作成して，控訴人大草に見せた反訳書そのものであると認めてい

る点である（同・１７頁）。 

 どれほどＷが，自身の代理人への説明が不十分であったため，「録音日」を「作
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成年月日」と誤記した（甲１１６・２頁）などという荒唐無稽な陳述書を提出しよ

うとも，Ｗ自身が，平成３年５月当時に作成して控訴人大草にも見せた反訳書であ

るとはっきり法廷で認めている以上，原判決の「被告Ｗ側で弁明しているように，

漫然と録音日を作成年月日と記載してしまうこともあり得ないこととはいえず」

（１１５頁）などという誤記は，成り立つはずがない。 

 

４ 反訳書の不自然な点は「モリヤ」だけではなく多数にのぼる 

（１）原判決は，「被告Ｈ宅の「大家」である「モリヤ」に関しては，テープに録

音された会話の内容自体から，「モリヤ」が「大家」であることは，被告Ｈ宅の貸

主の氏名が「モリヤ」であることの予備知識をもたない第三者であっても分かるこ

とは前示のとおりであり，同反訳書が被告Ｈ又は被告Ｈの個人的事情に詳しい創価

学会員でなければ反訳し得ないものであると断ずることはできない。むしろ，ここ

に「モリヤ」とカタカナで表示され，漢字表記がないことからみると，漢字表記を

知らない者が記載したと解する方が自然であって，被告Ｈが反訳したのではないと

解する方が自然である。」（１１４頁）と認定している。 

 ちなみに，前示とは原判決４７頁のことである。以下，４７頁を抜粋すると， 

「帝国リサーチが盗聴したＨ宅の盗聴テープ反訳書（乙ハ第３号証）平成３年５月

１５日録音とされる盗聴テープ反訳書である。被告Ｗが被告Ｈにかけた電話を妻が

受けた様子が録音されている。その後，「モリヤ」が被告Ｈの妻にかけた電話が録

音されており，反訳書に「モリヤ（大家）」と記載されている。短い会話の中に「更

新」という言葉が出てくる。なお，その前には，被告Ｈの妻が「５０２のＨですけ

れども」，「先ほどお電話差しあげて，更新の方お願いしたいと思っているんです

けれども」と話した様子が録音されており，会話の内容だけからでも，被告Ｈの妻

が「モリヤ」方に「更新」のために行きたいと述べ，夫が留守である旨告げられた

こと，その後，「モリヤ」から帰宅した旨の電話があり，来てもらえるかと述べた

ことが理解し得る会話が録音されている。」（４７頁） 

（２）しかし，元のテープは音で「コウシン」という言葉が出てくるだけで，それ

を「更新」と漢字表記できること自体が，Ｈ宅の個人的事情に精通している者でな
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ければ反訳することなどできないというべきである。 

 また，Ｈ宅盗聴テープの反訳書が，Ｈ又はＨ宅の個人的事情に詳しい創価学会員

でなければ反訳でき得ない理由というのは，「モリヤ（大家）」に関する記載だけ

ではない。 

 平成３年５月１０日付の反訳書（甲９６の２）には，第一庶務の中野のことを「中

野富美雄」（創価学会本部職員）とフルネームで漢字表記している。ちなみにＷは，

テープを，ほぼ毎日帝国リサーチに聞きに行った（甲１３９・１６頁）と供述しな

がら，「富美雄」を「ふみお」と読むのか，「とみお」と読むのかさえも答えられ

なかった（甲１３９・３１頁） 

 そして，平成５年５月１２日付の反訳書（甲９９の２）においては，Ｈと男の会

話の中に「東哲」という言葉が出てくるが，これも漢字表記されている。 

 また，平成３年５月１６日付の反訳書（甲１０３の２）には「小泊」，「小川頼

宣」（いずれも創価学会関係者）という名前が漢字表記されている。 

 平成３年５月１７日付の反訳書（甲１０４の２）には，「栗原淑江（東哲）」（こ

れも創価学会職員）と漢字表記されている。 

 以上の反訳書に登場する個人名あるいは「東哲」，さらには読み方，対象人物の

性別についても，Ｗは，Ｈ訴訟の尋問では，一切，証言することができなかった（甲

１３９，３０頁ないし４８～５２頁）。ましてや帝国リサーチが反訳したのであれ

ば，上記のような漢字表記など出来るはずがない。 

（３）さらに原判決は，「問題とされる盗聴テープ反訳書の中には，被告Ｈと会話

している相手が，単に「男」というように特定されずに記載されている箇所もある

のであり，具体的事情を知らない者が反訳したと解される部分もある。」（１１５

頁）などと認定している。 

 しかし，平成３年５月１０日付の反訳書（甲９９の１）には，「男（Ｗ）」とい

う記載があり，これは明らかに具体的事情を知る者でなければ反訳でき得ないこと

である。それを単に，「男」と記載されている箇所があるだけを持って，「具体的

事情を知らない者が反訳したと解される部分もある。」（１１５頁）などと認定し

ている原判決には，到底納得することなどできない。 
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 もっとも仮にＷや帝国リサーチが実際に反訳をしているのであれば，Ｗのことを

「男（Ｗ）」と記載することはありあえないとも考えられ，実際の反訳は「創価学

会の内部事情のみならず被控訴人Ｈらの事情にも通じている者」による疑いも極め

て強いのである。 

５ ＷはＨ宅盗聴テープを誰にも渡していないと明言しているにもかかわらず，原

判決はこれを無視している 

（１）原判決は，「他のテープ中に存在する氏名の漢字表記の点についても，盗聴

録音テープは，被告Ｗから，同被告の供述によれば，３名の法華講員や僧侶に渡さ

れたというのであり，また，他にも被告Ｗが資料を渡した相手がいることは十分窺

われるところであり，盗聴テープが出回っていたことも明らかであるから，反訳書

を作成した者が誰であったかを特定することはできないというほかはない」（１１

４～１１５頁）などと認定しているが，これは基本的な事項について原判決が全く

誤解していることを如実に示すものである。 

 Ｗは，梅澤宅盗聴テープなどについて「３名の法華講員や僧侶」に渡したと述べ

ているのであり，Ｈ宅盗聴テープについては，梅澤訴訟の法廷でＨ宅盗聴を認める

まで誰にも渡していないと明言しているのである（甲１３９・４８ないし５０頁）。 

 原判決が記録をまともに読んでいないことは，ここにも端的に示されているので

ある。 

（２）まず，原判決のいう「盗聴録音テープは，被告Ｗから，同被告の供述によれ

ば，３名の法華講員や僧侶に渡された」（１１４頁）についてであるが，Ｗは，顕

正会盗聴テープや，宣徳寺盗聴テープ，そして梅澤宅盗聴テープを高僧二人と法華

講員一人に預けた（梅澤訴訟 Ｗ本人尋問，甲１３５・１１頁，及び本件訴訟 Ｗ

本人尋問，３５頁）と供述したのであって，Ｈ宅盗聴テープを渡したと供述したの

ではない。 

 それどころかＷは，Ｈ宅盗聴テープについては，一貫して，誰にも渡していない

と繰り返し証言しているのであって（甲１３９・４８頁及び５０頁），原判決が認

定したようにＨ宅「盗聴テープが出回っていたことも明らか」（１１５頁）などと

いうことは，全くないのである。 
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 従って，Ｈ宅盗聴テープが出回る中で，創価学会関係者のフルネームが漢字表記

された反訳書が，いつのまにか誰かの手によって作られたなどということも，全く

あり得ないのである。 

（３）原判決は，「特定人の氏名を漢字表記を含めて知っていた者が反訳したこと，

あるいは，これを知っている者に聞いて表記した可能性も否定することができず，

被告Ｈ又は同被告に近い創価学会員が反訳したと断定することはできない。また，

木村芳孝の証言によれば，同証人が被告Ｈから提示された録音テープについては，

必要なものは被告Ｈに反訳させたというのであるから，これらテープの中に被告Ｈ

が反訳したものがあるのは当然である。」（１１５頁）と認定しているが，ここに

も原審裁判所のずさんな事実認定が示されている。 

ア 木村は，平成８年２月，ＨからＷへの取材結果を聞き，盗聴資料として，梅澤

宅の盗聴テープ２本（乙ニ１７，１８の各１），秋元渉外部長・宣徳寺の盗聴テー

プ７本（乙ニ１０～１６の各１），帝国リサーチの領収書（乙ハ６），塩谷恵美子

氏からの FAX 送信書（乙ハ８），帝国リサーチの請求書３通（乙ハ９～１１），

帝国リサーチの特殊調査の料金表２通（乙ハ１２，１３），帝国リサーチの特殊実

態調査報告書（乙ハ１４），帝国リサーチ従業員・Ｔ氏作成の文書（乙ハ１５）を

受け取り，その中の盗聴テープをＨに命じて，反訳書を作らせた（木村本人尋問・

４４頁）と証言しているのである。 

 つまり，原判決の「同証人が被告Ｈから提示された録音テープ」（１１５頁）と

は，梅澤宅の盗聴テープ２本（乙ニ１７，１８の各１）と，秋元渉外部長・宣徳寺

の盗聴テープ７本（乙ニ１０～１６の各１）であって，木村は，それらの盗聴テー

プをＨに反訳させたと証言しているのであり，Ｈに，Ｈ宅盗聴テープの反訳書を作

らせたなどという証言は一切していない。 

 Ｈ自身も，陳述書（乙ハ２３）において，「梅澤裁判でＷ氏の側から提出された，

盗聴テープの反訳書（本件裁判の甲第１０号証から１３号証と同じもの）を読んで，

また怒りが込み上げてきました」（乙ハ２３・１８頁）と，梅澤訴訟で提出された

反訳書を「読んで」と明確に供述している。 

 これに関して原判決は，「創価新報の実務的編集責任者である木村芳孝の説明」
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（８４頁）においては，上記，木村の証言どおりに摘示している。 

 ところが，「原告大草の供述の評価」（１１２頁～１１６頁）になると，「木村

芳孝の証言によれば，同証人が被告Ｈから提示された録音テープについては，必要

なものは被告Ｈに反訳させたというのであるから，これらテープの中に被告Ｈが反

訳したものがあるのは当然である。」（１１５頁）などと明らかに証拠評価を誤っ

た事実認定をしており，これは大草の供述評価を低下させるために，木村の証言を

恣意的に誤って証拠評価したとしか考えられない。 

イ そもそも，Ｈが，自宅が盗聴されていることを知ったのは，平成１１年１０月

２１日に行なわれた梅澤訴訟のＷの本人尋問で，ＷがＨ宅盗聴を供述し，それを傍

聴していた創価学会員から聞かされて，初めて知ったと主張しているのであるから

（Ｈ陳述，乙ハ２３・１８頁），原判決が認定したように，平成８年２月の時点で，

Ｈが自宅の盗聴テープを，自身で反訳していたなどということになれば，Ｈの供述

は根底から崩壊することになる。 

 その上，原判決は，「被告Ｈの説明」においては，Ｈが自宅を盗聴されたのを知

ったのは，平成１１年１０月２１日であった（原判決・８２頁）と摘示しているの

である。それが，原判決の「原告大草の供述の評価」（１１２頁～１１６頁）にな

ると，「録音テープについては，必要なものは被告Ｈに反訳させた」（１１５頁）

と認定しているのであるから，完全に支離滅裂である。 

ウ さらに原判決は，「被告Ｈが反訳したのではないと解する方が自然である。」

（１１４頁）と認定しながら，１１５頁になると「テープの中に被告Ｈが反訳した

ものがあるのは当然である。」と認定しており，この点も甚だしい支離滅裂ぶりを

露呈している。 

 

第６ 結語 

 

 以上縷々述べたように，原判決は，証拠をまともに検討しておらず，随所で破綻

し支離滅裂な証拠評価により事実誤認を犯し，それに基づいて控訴人敗訴の判決を

言い渡したものであって，直ちに取り消されなければならない。 
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                                 以 上 

 


